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第６回 熊本県議会厚生常任委員会会議記録（平成24年12月17日) 

第 ６ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成24年12月17日(月曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時47分休憩 

            午後１時２分開議

            午後２時14分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成24年度熊本県一般会計補

正予算（第８号） 

 議案第６号 平成24年度熊本県のチッソ株

式会社に対する貸付けに係る県債償還

等特別会計補正予算（第１号）  

議案第９号 平成24年度熊本県病院事業会

計補正予算（第２号） 

 議案第18号 熊本県新型インフルエンザ等

対策本部条例の制定について 

 議案第19号 熊本県食品衛生基準条例の一

部を改正する条例の制定について 

 議案第20号 熊本県特別養護老人ホームの

設備及び運営の基準に関する条例の制

定について 

 議案第21号 熊本県養護老人ホームの設備

及び運営の基準に関する条例の制定に

ついて 

 議案第22号 熊本県軽費老人ホームの設備

及び運営の基準に関する条例の制定に

ついて 

 議案第23号 熊本県指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営の基準に関

する条例の制定について 

議案第24号 熊本県指定介護予防サービス

等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法の基準に関す

る条例の制定について  

議案第25号 熊本県指定介護老人福祉施設

の人員、設備及び運営の基準に関する条

例の制定について 

議案第26号 熊本県介護老人保健施設の人

員、施設及び設備並びに運営の基準に関

する条例の制定について 

議案第27号 熊本県指定介護療養型医療施

設の人員、設備及び運営の基準に関する

条例の制定について 

議案第28号 熊本県保護施設等の設備及び

運営の基準に関する条例の制定について 

議案第29号 熊本県児童福祉施設の設備及

び運営の基準に関する条例の制定につい

て  

議案第30号 熊本県指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例の制定について  

議案第31号 熊本県指定障害者支援施設の

人員、設備及び運営の基準等に関する条

例の制定について   

議案第32号 熊本県障害福祉サービス事業

の設備及び運営の基準に関する条例の制

定について 

議案第33号 熊本県障害者支援施設の設備

及び運営の基準に関する条例の制定につ

いて  

議案第34号 熊本県地域活動支援センター

の設備及び運営の基準に関する条例の制

定について    

議案第35号 熊本県福祉ホームの設備及び

運営の基準に関する条例の制定について 

議案第36号 熊本県指定通所支援の事業等

の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の制定について  

議案第37号 熊本県指定障害児入所施設等

の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の制定について 

議案第38号 熊本県国民健康保険調整交付

金条例の一部を改正する条例の制定につ

いて     

議案第44号 指定管理者の指定について 
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議案第45号 指定管理者の指定について 

 請第２号 350万人のウィルス性肝炎患者

の救済について国への意見書提出を求

める請願 

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

報告事項 

 ①第６次熊本県保健医療計画の策定につ

いて 

②第２期熊本県における医療費の見通

しに関する計画の策定について 

③第11次熊本県へき地保健医療計画の

策定について 

④第２期熊本県周産期医療体制整備計

画の策定について 

⑤熊本県健康増進計画（第３次くまも

と２１ヘルスプラン）の策定について 

⑥第３次熊本県歯科保健医療計画の策

定について 

⑦第２次熊本県がん対策推進計画の策

定について 

 ⑧水俣病対策の状況等について 

 ⑨公共関与による管理型最終処分場の整

備について 

⑩第２次熊本県消費者施策の推進に関

する基本計画（案）について 

 ――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

        委 員 長 小早川 宗 弘 

        副委員長 田 代 国 広 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 松 岡   徹 

        委  員 前 田 憲 秀 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 健康福祉部 

         部 長 林 田 直 志 

      総括審議員兼 

       政策審議監 伊 藤 敏 明 

         医 監 岩 谷 典 学 

      長寿社会局長 永 井 正 幸 

 子ども・障がい福祉局長 米 満 譲 治 

        健康局長 牧 野 俊 彦 

      首席審議員兼 

    健康福祉政策課長 吉 田 勝 也 

    健康危機管理課長 一   喜美男 

     高齢者支援課長 中 島 昭 則 

      認知症対策・ 

    地域ケア推進課長 大 村 裕 司 

      社会福祉課長 田 端 史 郎 

      首席審議員兼 

     子ども未来課長 中 園 三千代 

      首席審議員兼 

   子ども家庭福祉課長 山 田 章 平 

      首席審議員兼 

    障がい者支援課長 西 岡 由 典 

      医療政策課長 三 角 浩 一 

  国保・高齢者医療課長 林 田 浩 稔 

   健康づくり推進課長 佐 藤 克 之 

      薬務衛生課長 今 村   均 

 環境生活部 

         部 長 谷 﨑 淳 一 

       政策審議監 末 廣 正 男 

        環境局長 山 本   理 

      県民生活局長 田 中 彰 治 

      環境政策課長 宮 尾 千加子 

     水俣病保健課長 田 中 義 人 

     水俣病審査課長 髙 山 寿一郎 

    環境立県推進課長 福 田   充 

      環境保全課長 清 田 明 伸 

      自然保護課長 小 宮   康 

      首席審議員兼 

     廃棄物対策課長 加 久 伸 治 

    公共関与推進課長 中 島 克 彦 

  くらしの安全推進課長 石 﨑 尚 喜 
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      消費生活課長 杉 山 哲 恵 

      首席審議員兼 

 男女参画・協働推進課長 中 園 幹 也 

    人権同和政策課長 清 原 一 彦 

 病院局 

     病院事業管理者 向 井 康 彦 

      総務経営課長 田 原 牧 人 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 浦 田 光 典 

     政務調査課主幹 松 野   勇 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○小早川宗弘委員長 それでは、ただいまか

ら第６回厚生常任委員会を開会いたします。

 まず、本日の委員会に１名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることにいた

しました。 

 次に、本委員会に付託された議案等を議題

とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に質疑を受けたいと思います。 

 なお、審議を効率よく進めるために、執行

部の皆さん方の説明は簡潔にお願いをしたい

と思います。 

 また、本日の説明等を行われる際、着席の

まま行ってください。 

 なお、今回は、地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律等の施行に伴う基準条

例の制定案件が18議案あるため、基準条例を

除いた議案の説明を最初に行い、引き続き基

準条例についての説明をお願いいたします。

 それでは、林田健康福祉部長から総括説明

を行い、続いて、基準条例を除いた議案につ

いて、担当課長から順次説明をお願いいたし

ます。 

 

○林田健康福祉部長 おはようございます。 

 健康福祉部関係の議案の概要につきまして

御説明申し上げます。 

 今回提案しております議案は、予算関係１

議案、条例関係等22議案の合計23議案でござ

います。 

 まず、第１号議案の平成24年度熊本県一般

会計補正予算でございますが、総額１億8,00

0万円余を増額する補正予算をお願いしてお

ります。 

 その主な内容についてですが、国の経済対

策基金を活用して、待機児童解消のための保

育所施設整備に要する予算や障害福祉施設の

新体系サービスの基盤整備を推進する予算、

移植医療体制の充実を図るための医療機関の

施設整備に要する予算などを計上いたしてお

ります。 

 このほか、国庫補助事業に係る精算金の返

納や財源更正、来年度の年間委託契約に係る

債務負担行為の設定、各種施設整備の繰越明

許費についてもお願いをいたしております。

 これらによりまして、特別会計を含めた健

康福祉部の平成24年度の予算総額は1,366億

4,000万円余となります。 

 次に、条例関係等議案についてですが、第

18号議案の熊本県新型インフルエンザ等対策

本部条例の制定について外21議案の条例制定

案件等を提案しております。第20号議案から

第37号議案については、地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う

関係法令の改正等に伴い、社会福祉施設等の

人員、設備及び運営の基準等を条例で定める

ものです。 

 このほか、第６次熊本県保健医療計画の策

定についてなど、７件について御報告させて

いただくこととしております。 

 以上が今回提案しております議案等の概要

でございます。詳細につきましては、関係各

課長が説明いたしますので、よろしくお願い

を申し上げます。 
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○吉田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 平成24年度12月補正予算関係について御説

明申し上げます。 

 まず、上段の社会福祉総務費でございま

す。右の説明欄をお願いいたします。 

 １の社会福祉諸費、福祉・介護人材緊急確

保事業については、熊本県社会福祉協議会で

運営しております熊本県福祉人材センターの

福祉人材情報システムの改修に要する経費を

補助するためのものでございます。今回の改

修は、全国共通のシステムを構築するための

もので、改修に要する経費について、全国一

律の額を負担するものです。 

 なお、内容更正ということで説明欄に記載

しておりますが、システム改修に要する経費

としては95万円となっておりまして、この事

業の中で、委託料の執行残を95万円減額し、

補助金として95万円増額をお願いするもので

ございます。 

 次に、説明欄下段の公衆衛生災害復旧費で

ございます。 

 １の公衆衛生施設災害復旧費、保健所施設

等災害復旧事業費につきましては、熊本広域

大水害に伴い被災した阿蘇保健所のエレベー

ター復旧工事に要する経費でございます。工

事費として1,790万円余の経費をお願いして

おります。なお、阿蘇保健所の庁舎等復旧工

事につきましては７月専決予算で措置してお

りましたが、エレベーターについては、瓦れ

きを撤去しないと機械室に入れず、被災状況

の確認ができなかったため、今回の補正予算

での提案となったものでございます。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の設定でございます。 

 繰り越しとして、まず、民生費のうち、社

会福祉費として、介護基盤緊急整備等事業や

障がい者福祉施設耐震化等特別対策事業など

で24億1,100万円、児童福祉費として、保育

所等緊急整備事業で５億8,500万円をお願い

しております。 

 次に、衛生費のうち、公衆衛生費として、

天草保健医療圏ヘリポート等施設整備事業補

助金で２億円、災害復旧費のうち、衛生災害

復旧費として、先ほどの阿蘇保健所に係る災

害復旧事業費として1,700万円をお願いして

おります。 

 最後に、４ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加でございます。 

 今回、3,232万3,000円をお願いしておりま

す。これは、２件の委託事業について、新た

な委託事業者の選定等に要する準備期間を十

分に確保する必要があるため、債務負担行為

の追加を行うものでございます。 

 健康福祉政策課からは以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課でご

ざいます。 

 説明資料５ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費で4,000円の増額をお願い

しています。これは、説明欄に記載しており

ますとおり、平成23年度保健衛生施設等施

設・設備整備費国庫補助金の精算返納金で

す。具体的には、新型インフルエンザ対策に

係る人工呼吸器の整備を行った36医療機関の

うち、２医療機関に係る精算返納金です。 

 次に、予防費で1,025万円の増額をお願い

しています。これは、説明欄に記載しており

ますとおり、感染症法に基づき市町村が実施

した消毒経費に対する助成です。具体的に

は、本年７月の熊本広域大水害と９月の台風

第16号による被害に伴い、市町村が実施した

消毒経費に対する補助です。 

 説明資料の14ページから16ページにかけて

お願いいたします。 

 熊本県新型インフルエンザ等対策本部条例

の制定についてでございます。 

 説明は、16ページの条例(案)の概要で行わ
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させていただきたいと思います。 

 まず、条例制定の趣旨は、新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法第26条の規定に基づき

まして、熊本県新型インフルエンザ等対策本

部の組織等に関する規定について、条例で定

めるものでございます。 

 これは、新型インフルエンザ等への対策強

化を目的に、ことし５月12日に公布されまし

た新型インフルエンザ等対策特別措置法が公

布から１年以内に施行されることとなってお

り、それまでに都道府県及び市町村の対策本

部を条例で定めることとされています。 

 県としましては、今議会で条例を制定しま

して、その後、市町村条例の制定を促すこと

としています。 

 制定の内容につきましては、条例の趣旨、

対策本部の組織、対策本部の会議などについ

て定めるものです。 

 施行期日は、公布の日または法の施行の日

のいずれか遅い日から施行することとしてい

ます。 

 以上で熊本県新型インフルエンザ等対策本

部条例の制定についての説明を終わります。

 続きまして、説明資料の17ページから18ペ

ージにかけてごらんをお願いします。 

 熊本県食品衛生基準条例の一部を改正する

条例の制定についてでございますが、説明

は、18ページの条例(案)の概要で行わさせて

いただきたいと思います。 

 まず、条例改正の趣旨は、感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律の

一部改正により、感染症の類型が見直された

こと及び食品の自動販売機に係る施設基準ガ

イドラインが定められたことなどから、関係

規定について条例で定めるものでございま

す。 

 これは、食品に直接接触する作業に従事さ

せることができない事項について、平成24年

４月25日付で国のガイドラインが改正され、

また、自動販売機の施設基準について、平成

24年７月27日付で国のガイドラインが定めら

れたことによるものです。 

 改正の内容についてでございますが、１点

目として、営業者が食品に直接接触する作業

に従事させることができない事項から結核の

患者を除き、新たに新型インフルエンザ等感

染症の患者を加えるものです。 

 ２点目として、乳類販売業に係る自動販売

機について、給水設備、排水設備の設置を不

要とするものです。 

 施行期日は、公布の日から施行することと

しています。 

 以上で熊本県食品衛生基準条例の一部を改

正する条例の制定についての説明を終わりま

す。 

 健康危機管理課の関係は以上でございま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 ６ページをお願いいたします。 

 右側の説明欄に沿って御説明いたします。 

 １番、児童健全育成費の保育所徴収金算定

システム改修事業としまして、1,048万円余

の補正をお願いしております。 

 これは、22年度の税制改正によりまして、

所得税と個人住民税の年少扶養控除が廃止さ

れまして、税額と連動している保育料算定に

影響が生じることになりました。つまり、税

額が上がって保育料が高くなってしまうこと

になりますので、その影響を遮断するための

システム改修を行う市町村に補助するもので

ございます。全額、安心こども基金を活用い

たします。 

 次の２番、国庫支出金返納金ですが、23年

度の母子保健関係の国の補助事業におきまし

て、精算によって1,866万円余の返納が生じ

るものでございます。 

 次に、下の段の児童福祉施設整備費、保育
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所等緊急整備事業ですが、民間保育所が行う

施設整備に助成するために、2,136万円余の

増額補正をお願いしております。現在、既

に、10市町村の18施設で事業を実施しており

ますが、安心こども基金を最大限活用します

ために追加要望を聞きましたところ、このた

び、５市町の５施設から要望がありましたの

で、現在の予算において不足する費用を計上

したものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○山田子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 児童一時保護所費につきまして、680万円

余の増額補正をお願いするものであります。

 虐待を受けた子供などにつきましては、児

童相談所に附属しております一時保護所で保

護することがございます。その間も必要な医

療を提供することとしておりまして、その医

療費の増によるものであります。 

 以上、１点、よろしく御審議をお願い申し

上げます。 

 

○西岡障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 説明資料の８ページをお願いいたします。 

 まず、補正予算についてでございます。 

 障害者福祉費で6,968万5,000円の増額補正

をお願いしております。 

 補正内容は、一番右の説明欄で御説明いた

します。 

 まず、１の障がい者福祉諸費で962万6,000

円の増額でございます。関係事業は、いずれ

も障害者自立支援対策臨時特例基金活用事業

でございますが、基金の効率的執行のため、

現時点における各事業ごとの執行見込み額を

調査いたしまして、執行残が見込まれる事業

を減額し、必要な事業については増額補正を

行うものでございます。 

 (1)の障害者自立支援法移行促進事業にお

きましては、施設の改修等の経費を助成する

自立支援基盤整備事業及びアパート等の住宅

を借り上げてグループホーム等を運営する事

業者に対し、敷金、礼金等の初度経費を助成

するグループホーム・ケアホームへの移行促

進事業については、いずれも見込みを大きく

上回る需要があり、その要望に対応するた

め、触法障害者地域移行支援事業など、ほか

の事業で見込まれる執行残等を財源として増

額補正を行うこととしております。 

 (2)の障害者自立支援法施行円滑化事業に

つきましては、市町村の基金事業等における

所要見込み額の減について減額補正を行うも

のでございます。 

 続きまして、２の国庫支出金返納金でござ

いますが、障害児施設措置費(給付費等)国庫

負担金として受け入れた13億8,500万円余に

つきまして、平成23年度の事業額の精算確定

に伴い、超過交付となった5,043万円余を国

へ返納するものでございます。 

 続きまして、９ページをお願いいたしま

す。 

 ３の障害者自立支援対策臨時特例基金積立

金でございますが、平成23年度の市町村への

基金関係補助事業におきます事業額の確定に

伴う市町村からの返納金のうち、基金に相当

する962万円余を基金へ積み戻すものでござ

います。 

 続きまして、10ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の追加でございますが、身体

障害者福祉センターに関しましては、指定管

理者制度によりその管理運営を行っておりま

すが、平成25年度から29年度までの５年間が

次の指定管理期間となりますので、その期間

の指定管理料について債務負担行為を設定す

るものでございます。限度額は、５年間で２

億4,116万円余になりますが、各年度の限度

額は、単年度の基準価格4,672万円を基本に
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消費税額を加算して算出しております。 

 次に、42ページをお願いいたします。 

 引き続き、熊本県身体障害者福祉センター

指定管理候補者の選定について御説明いたし

ます。 

 １の選定経緯についてですが、募集要項を

８月３日から配布し、申請書の受け付けを９

月３日まで行い、申請は１団体から上がって

おります。それを受けまして、指定管理候補

者選考委員会を９月18日に開催しておりま

す。 

 選定結果につきましては、２にありますと

おり、現在の指定管理者である社会福祉法人

熊本県社会福祉事業団が指定管理候補者に選

定されております。 

 ３に、選考委員会の審査結果等の概略を掲

載しておりますが、選考に当たりましては、

当該施設の目的に沿った事業計画の内容にな

っているかを５名の外部委員により審査して

いただきました。 

 選考委員会の意見としましては、熊本県社

会福祉事業団の提案に対して、①において、

事業のパソコン教室や水泳教室など、障害者

のための自主事業が適切に計画されているこ

と、②の施設の維持管理において、同候補者

が同じ建物内で設置、運営している施設と一

体的な管理をすることで、効率化、経費節減

が見込まれることなどが評価されておりま

す。 なお、指定管理候補者からの提案価格

は、単年度で4,653万3,000円であり、基準価

格に対して18万7,000円の減となっておりま

す。 

 以上で障がい者支援課の説明は終わりま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 説明資料の11ページにお戻り願います。 

 公衆衛生総務費の保健医療推進対策費、ヘ

リ救急医療搬送体制整備事業並びに医務費の

へき地医療対策費、へき地医療施設・設備整

備費補助及び歯科行政費、在宅歯科医療確保

対策事業についてでございます。 

 これらの事業につきましては、当初国の補

助金の活用を予定しておりましたが、国の内

示額が申請額を大幅に下回ったことから、事

業の執行に支障を来さないよう、国庫補助金

の一部について、地域医療再生基金に財源更

正を行うものでございます。 

 医療政策課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○林田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 説明資料の38ページをお願いいたします。 

 第38号議案熊本県国民健康保険調整交付金

条例の一部を改正する条例の制定についてで

ございます。 

 40ページの概要で説明をさせていただきま

す。 

 改正の趣旨は、国民健康保険法の一部改正

に伴い、関係規定の整備を行うものでござい

ます。 

 内容を御説明いたします。 

 県は、国民健康保険法に基づき、国民健康

保険の財政を調整するために、市町村に対し

調整交付金を交付しております。その調整交

付金の総額を(1)、①に記載しておりますよ

うに、改正された国民健康保険法に基づき、

現行の保険給付等に要する費用の100分の７

から100分の９へ改めるものでございます。 

 調整交付金には、主に医療費に応じた普通

調整交付金と災害や保険事業の取り組みなど

市町村の実情に応じた特別調整交付金がござ

います。今回の法改正は、市町村が拠出金を

出し合い、医療費を負担し合う共同安定化事

業の平成27年度からの拡大を円滑に進めるこ

とや都道府県の財政調整機能の強化を目的と

しております。 
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 そこで、国が示したガイドラインを踏まえ

るなどして引き上げられた分を特別調整交付

金に位置づけ、②に記載しておりますよう

に、普通調整交付金について、総額の７分の

６から９分の６に、特別調整交付金につい

て、総額の７分の１から９分の３に改めるも

のでございます。 

 なお、このことに伴う予算につきまして

は、６月補正に計上させていただいたところ

でございます。 

 また、この改正に伴う対応につきまして

は、本年度内に改定することとしております

熊本県市町村国民健康保険支援方針に記載す

ることとしておりますが、この支援方針の改

定につきましては、２月議会で御報告をさせ

ていただきたいと考えております。 

 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 説明資料の12ページにお戻りください。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 国庫支出金返納金として3,056万円の補正

をお願いしております。これは、平成23年度

に国から交付を受けた補助金等について、精

算の結果、国に返納するものでございます。

 主な事業は、原爆被爆者特別措置費ほかと

なっております。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○今村薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 説明資料の13ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費でございますが、右の説明

欄のとおり、移植医療体制整備等支援事業と

いたしまして、407万円余の増額をお願いし

ております。これは、全国的な脳死下での臓

器提供者の増加に対応するため、熊本医療セ

ンターが脳死判定に必要なポータブル脳波計

の整備を図ることから、地域医療再生基金を

活用して、購入費の２分の１の助成を行うも

のでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○小早川宗弘委員長 続いて、基準条例につ

いて、別冊資料の順に、担当課長から順次説

明をお願いいたします。 

 

○吉田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 次に、社会福祉施設等の人員、設備及び運

営の基準等に関する条例、いわゆる基準条例

の概要につきまして御説明いたします。 

 まず、全体の概要について健康福祉政策課

から御説明し、その後、各条例を所管します

各課から御説明いたします。 

 まず、説明資料の19ページをお願いいたし

ます。 

 説明資料、本体資料のほうをまずごらんい

ただきたいと思います。恐れ入ります。 

 ６月定例会でも経過を御報告いたしました

が、今回提出する条例は、地域の自主性及び

自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律、いわゆる地

域主権一括法の施行に伴い、これまで国の法

令で定められていた社会福祉施設の運営等に

係る基準を新たに条例で定めるものでござい

ます。 

 説明資料の19ページから37ページまで、18

本の条例の概要として、それぞれ１枚ずつ簡

潔に記載しております。また、このほかの資

料として、議案として４分冊、トータルで約

700ページに及ぶ冊子、お手元にあるかと思

います。 

 詳細な内容の説明につきましては、恐れ入

りますが、縦とじの右上に厚生常任委員会説

明資料別冊と記されました資料をごらんいた
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だきたいと思います。縦とじの資料、よろし

くお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 １ページをお願いいたします。 

 １ページから２ページにかけての表をごら

んいただきますと、第１として、条例名、対

象施設、所管課を一覧表で記載しておりま

す。 

 表の１番目に記載しております条例を例と

して説明いたします。 

 ①は、条例名が熊本県特別養護老人ホーム

の設備及び運営の基準に関する条例、対象施

設が特別養護老人ホーム、所管課が高齢者支

援課となっております。 

 18本条例がございまして、１ページから２

ページにかけて同様の記載をしております。

関係しますのは、高齢者支援課、社会福祉

課、子ども未来課、子ども家庭福祉課、障が

い者支援課の５課となっております。 

 ３ページをごらんください。 

 第２としまして、国の基準(省令)の概要を

つけております。 

 特別養護老人ホームの基準を例として示し

ております。 

 項目としては、左の列に記載のとおり、基

本方針等、人員、設備及び運営について、そ

れぞれ基準が規定されております。 

 まず、基本方針等については、施設の基本

方針や構造設備の一般原則について規定され

ております。人員につきましては、施設長な

どの資格要件、職員の配置について規定され

ております。設備については、居室の床面積

や定員の数、また、静養室、食堂、浴室、洗

面設備や便所など、必要な設備などについて

規定されております。 

 ４ページにかけて記載しております運営に

つきましては、運営規程として、施設の目

的、方針、あるいは職員の職種、数、職務の

内容など、重要事項に関する規定を定めてお

くこと、また、非常災害対策、処遇の方針、

食事、健康管理、定員、地域との連携、苦情

処理など、運営に必要なさまざまな事項が規

定されております。 

 ５ページをごらんください。 

 第３として、県が定める基準設定の内容に

つきまして御説明いたします。 

 内容につきましては、ローマ数字のⅠから

Ⅳに記載しております。項目ごとの詳細な内

容については、後ほど説明いたします。 

 Ⅰ番の基準(省令)に追加して基準を定める

もの、これにつきまして、各施設に共通して

基準を設定するものとして、１番の共通分、

(1)から(5)の５項目、施設ごとに独自設定す

るものとして、２、保護施設等が８項目、３

番、障害者支援施設等が１項目ございます。 

 Ⅱ番の国の基準(省令)を変更して基準を設

定するものは、１番の特別養護老人ホームが

１項目、２番の保育所が３項目ございます。 

 Ⅲ番、国の基準(省令)を盛り込まなかった

もの、これについては、１番の児童福祉施設

に係る基準がございます。 

 Ⅳ番の国の基準(省令)と同様の基準を設定

するものは、説明いたしましたⅠからⅢの基

準以外の基準となっております。 

 詳細の説明は、健康福祉政策課が共通分５

項目について御説明し、それ以外の項目につ

いては、国の省令と異なる規定をした部分の

み、該当する所管課から御説明させていただ

きます。 

 ６ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

 各施設・事業に共通する独自基準と関係条

例の一覧となっております。各条例に共通し

た５つの項目について、表の右上に記載して

おります。 

 (1)外部評価等によるサービスの質の向

上、(2)非常災害時の対応、(3)食事の提供に

おける地産地消の推進、(4)食育の推進、(5)

地域福祉の推進の５項目です。 

 丸印がついているものが規定するものでご

ざいまして、この中で、一部、注１から注４
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と記載がされております。例えば注１につき

ましては、食育に関する規定が国の基準にあ

るため、地産地消についてのみ規定するとい

うふうなことで記載しております。 

 ７ページをごらんいただけますでしょう

か。 

 ここからは、独自基準の概要の内容につい

て御説明いたします。 

 共通分の独自基準５項目について御説明い

たします。 

 ５項目については、特別養護老人ホームを

例として御説明いたします。 

 内容の説明の前に、表について御説明いた

します。 

 国の基準(省令)を左に、県の基準(条例案)

を右に記載しておりますが、太字で記載して

いるものが県独自基準の該当部分となりま

す。 

 なお、細い下線を引いている部分について

は、条例策定に当たって各基準の用語の表現

を統一的に修正したもの等でございまして、

基準の内容を変更したものではありません。 

 まず、(1)外部評価等によるサービスの質

の向上について御説明いたします。 

 良質かつ適切な福祉サービスを提供するた

め、自己評価を実施するとともに、その結果

を公表することに努めること、また、サービ

スの質の向上とその改善を一層推進するた

め、外部評価の実施に努めることについて規

定することとしております。 

 ア、条文案の右下の太字の部分をごらんく

ださい。 

 特別養護老人ホームの国の基準には、第５

項に自己評価に係る規定がございますので、

第６項に自己評価の公表を、第７項に外部評

価の実施とその結果の公表、こうしたことを

規定することとしております。 

 なお、この外部評価を加える関係条例は、

イに記載のとおり、①から⑱までの条例、全

ての条例となっております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 (2)非常災害時の対応について御説明いた

します。 

 非常災害時においては、地域の高齢者、障

害者のほか、特に配慮を要する者への支援が

重要であるため、その支援のノウハウがある

福祉関係の施設等は、これらの者の受け入れ

に努めることについて規定することとしてお

ります。 

 アの条文案右下に太字の部分がございま

す。第３項を追加し、要援護者の受け入れに

ついて規定することとしております。これを

加える関係条例は、①から⑱まで、全ての条

例となっております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 (3)食事の提供における地産地消と(4)食育

の推進について御説明いたします。 

 この２つの項目は、国の基準の食事につい

ての規定に追加することとしております。 

 利用者の食生活の質の向上を図ることを目

的として、食事の提供に当たって地産地消に

努めることと利用者が健全で豊かな食生活を

送ることを目的として、地域の特色を生かし

た食事の提供など、食育を推進する取り組み

に努めることについて規定することとしてお

ります。 

 アの条文案の右下の太字の部分、ごらんい

ただきますと、第２項に地産地消、第３項に

食育の推進について規定することとしており

ます。これを加える関係条例については、イ

に記載がございます食事を提供しない施設等

については規定いたしませんので、それを除

いて、イに記載のとおりとなっております。 

 続いて、(5)地域福祉の推進について説明

いたします。 

 施設等が地域に開かれたものとして運営さ

れ、利用者が地域住民との触れ合いの中で安

心して暮らしていけるよう、国の基準に加え

て、利用者と地域住民とが直接触れ合い、交

流するための機会の確保に努めることを規定
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することとしております。 

 表のア、条文案の太字の部分記載のとお

り、第２項に交流の機会を確保することにつ

いて規定することとしております。これを加

える関係条例は、イに記載のとおり、入所ま

たは通所して利用者がサービスを受ける施設

でないものについては規定いたしませんの

で、それを除くイに記載のとおりとなってお

ります。 

 以上、全体の概要と共通して盛り込むこと

としております５項目について御説明いたし

ました。 

 このほか、個別の独自基準に係る各条例案

等につきましては、関係します各所管課から

御説明を申し上げます。 

 

○田端社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 10ページをお願いいたします。 

 ２番の保護施設等について御説明いたしま

す。 

 生活保護法に規定する保護施設等につきま

しては、入所者の処遇や安全の確保等施設運

営の適正化を図る観点から、他の社会福祉施

設の基準を参考に、８項目の独自基準を設け

ております。 

 まず、(1)記録の整備に係る事項の追加で

ございますが、国の基準にございます設備や

会計等の帳簿の整備に加えまして、県の基準

では、第２項として、利用者の処遇に関する

記録を整備し、利用者が施設を利用しなくな

った日から５年間保存しなければならないこ

とを追加して規定することといたしておりま

す。 

 次に、(2)勤務体制の確保等に係る事項の

追加ですが、国の基準に規定はありませんけ

れども、利用者の処遇の確保を図る観点か

ら、勤務体制を定めておくことや職員に対す

る研修の機会を確保しなければならないこと

等を新たに規定することとしております。 

 11ページをお願いいたします。 

 (3)協力医療機関等に係る事項の追加でご

ざいます。国の基準に規定はございません

が、保護施設等の利用者の体調急変に備える

ため、県の基準では、第11条第１項で、あら

かじめ協力医療機関を定めておくこと、第２

項で、あらかじめ協力歯科医療機関を定めて

おくことを新たに規定しております。 

 次に、(4)秘密保持等に係る事項の追加で

ございます。これも国の基準に規定はありま

せんが、個人情報を適正に取り扱うため、第

12条第１項で、保護施設の職員は、業務上知

り得た秘密を漏らしてはならないこと、ま

た、第２項で、保護施設は、職員であった者

が秘密を漏らすことのないよう必要な措置を

講じなければならないことを新たに規定する

こととしております。 

 12ページをお願いいたします。 

 (5)苦情への対応に係る事項の追加でござ

いますが、国の基準に規定されている苦情受

け付けの窓口の設置等に加えまして、県の基

準では、第２項として、苦情を受け付けた場

合には、その内容等を記録しなければならな

いことを追加して規定することとしておりま

す。 

 次に、(6)事故発生時の対応に係る事項の

追加でございます。国の基準に規定はありま

せんが、保護施設は、事故が発生した場合

は、県、市町村、当該利用者の家族に連絡を

行い、必要な措置を講じること、また、それ

を記録しなければならないこと等を新たに規

定することとしております。 

 13ページをお願いいたします。 

 (7)生活指導等に係る事項の追加でござい

ます。人権に配慮し、入所者処遇の適正化を

推進する必要があるため、県の基準では、第

２項として、生活指導に当たっては、いたず

らに入所者の行動を制限し、強制することの

ないよう配慮することを国の基準に追加して

規定することとしております。 
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 最後に、(8)国の基準がない施設の基準に

係る事項の追加でございます。社会福祉法に

基づく授産施設につきましては、国から基準

は示されておりませんが、一定の基準を確保

するよう求める必要があることから、新たに

基準を定めることとしております。 

 具体的には、事業授産施設は、生活保護法

に基づく授産施設と同様の事業を行う施設で

ありますので、当該施設の基準を準用するこ

ととしております。 

 保護施設等の独自基準については以上でご

ざいます。 

 

○西岡障がい者支援課長 引き続き、14ペー

ジをお願いします。 

 障害者支援施設等における運営規程に規定

すべき重要事項の追加について、アの条文

案、障害者支援施設の例で御説明いたしま

す。 

 左の欄の国の基準(省令)の第６条の運営規

程において定めるべき重要事項が(1)から(1

3)まで列挙されておりますが、これに加えま

して、右の欄の県の基準(条例案)では、(13)

の苦情解決の手続に関する事項を追加してお

ります。 

 これは、上段の(1)にありますとおり、障

害のある利用者は、障害のため、サービスに

不満等があっても施設等に対して苦情を申し

立てられないケースが想定されます。これに

対応するために、施設等が苦情解決の手続に

ついて運営規程に定めることにより、利用者

やその家族が苦情解決の手続について容易に

把握できるようにするため、運営規程に規定

すべき事項として、苦情解決の手続を追加し

たものでございます。 

 この運営規程に係る独自基準は、ページの

下のイの関係条例にありますとおり、障害者

自立支援法に係る⑪から⑯までの６本、それ

と児童福祉法に係る⑰、⑱の２本の計８本の

基準条例において追加することとしておりま

す。 

 障がい者支援課関係は以上でございます。 

 

○中島高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 同じ資料の15ページをお願いいたします。 

 国の基準(省令)を変更して基準を設定する

ものとしまして、特別養護老人ホームと指定

介護老人福祉施設関係の２本の条例におきま

して、国の基準を変更し、県独自の基準とし

て盛り込む居室定員の特例につきまして御説

明申し上げます。 

 この指定介護老人福祉施設といいますの

は、老人福祉法上の特別養護老人ホームのこ

とを介護保険法上指定介護老人福祉施設と言

っておりまして、同じ施設につきまして、法

令上使い分けております。今回も、介護保険

特有の部分を除き、特養と同じ基準といたし

ております。 

 中段の表でございますが、特別養護老人ホ

ームの例をごらんください。 

 これは、特別養護老人ホームのうち、最近

建てられております個室が前提のユニット型

特養ではなく、従来型の特養に関しての居室

定員の基準でございます。 

 国の基準では、左側でございますが、「一

の居室の定員は、１人とすること。ただし、

入所者へのサービスの提供上必要が認められ

る場合は、２人とすることができる。」と規

定されております。この趣旨は、国におきま

しては、入所者のプライバシーが確保され、

尊厳が保持できるよう居室定員を原則１人と

し、例外的に２人とすることができるという

ものでございます。 

 この規定は、従うべき基準ではございませ

んで、事情があれば変更できる参酌すべき基

準とされていることから、県では、右側の条

例案にありますように、「一の居室の定員は

１人とすること。ただし、入所者へのサービ

スの提供上必要と認められる場合は、２人以
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上４人以下とすることができる。」という規

定としまして、居室定員の特例につきまし

て、国の２人に対しまして、２人以上４人以

下という独自の基準にしたいと考えていると

ころでございます。 

 これは、県におきましても、国と同様の観

点から、居室定員は、原則１人とするもの

の、入所者へのサービスの提供上必要がある

と認められる場合は、入所希望者やその家族

の多様なニーズに対応できるように、２人以

上４人以下とすることとするものでございま

す。 

 ただ、この居室定員を２人以上４人以下と

する場合は、県の条例案のケとコにあります

ように、「アただし書に規定する場合は、入

所者同士の視線の遮断を確保するための設備

を設けること。」「アただし書に規定する場合

は、主要構造部」「に係る改修を行わずに定

員が１人の居室への転換が可能な構造とする

こと。」２つの要件を満たすことを条件とい

たしております。 

 これらの条件は、２人以上４人以下を設け

る場合に、入所者同士の視線の遮断を確保す

るための設備を設け、プライバシーに配慮す

る必要があるということ、それから、将来の

改修で多額の経費をかけずに済ませるという

趣旨から規定するものでございます。 

 高齢者支援課は以上でございます。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 16ページをお願いいたします。 

 保育所関係の独自基準について御説明いた

します。 

 まず、(1)の屋外遊戯場の要件でございま

す。保育所におきましては、日常の保育の場

の一つとして屋外遊戯場を設置することとさ

れておりますが、ここは児童が頻繁に使用し

ますので、安全の確保が大変重要と考えてお

ります。 

 条文案の表の中ほどに太字でありますとお

り、国基準では、「保育所の付近にある屋外

遊戯場に代わるべき場所を含む。」とされて

いまして、例えば、近くに公園がある場合な

どは、それにかえてもよいということになっ

ております。しかしながら、県としまして

は、常に安全面、衛生面での管理ができて、

そこまで安全に移動できることが必要という

ことで、一番下にありますが、「保育所の建

物等と同一敷地内又は隣接する敷地内に設け

ること。」としております。 

 続きまして、17ページをお願いいたしま

す。 

 食事の提供における外部搬入の特例を認め

る要件でございます。この規定は、設備基準

の特例ということで、３歳以上の子供に対す

る食事の提供につきまして、外部搬入を認め

る場合の要件に関する部分でございます。 

 県としましては、原則は施設内での調理で

すので、安易に例外を認めることは好ましく

ないということと食育の重要性を鑑みまし

て、食育計画に基づき食事を提供すること

を、国基準の努力義務ではなく、義務づけと

しております。条文案は、一番下の太字の部

分でございます。 

 続きまして、18ページをお願いします。 

 特別な配慮が必要な乳幼児が利用する場合

の従業者の配置でございます。 

 障害のある乳幼児などが利用する場合、国

基準の最低人数の保育所などでは、必ずしも

十分に対応できない場合があると懸念されま

すので、最低基準に加えて、必要に応じた従

業者の配置に努めることとしております。条

文案は、国の基準にありませんので、県基準

の最後の部分に太字でお示ししております。 

 最後に、19ページをお願いいたします。 

 国の基準を盛り込まなかったものでござい

ます。これは、保育所に限らず、児童福祉施

設全般に関係いたします。 

 まず、国基準の第３条ですが、これは、国
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が最低基準を定めていた児童福祉法改正前の

規定がそのまま残っているものです。第１項

で、県知事は、地方社会福祉審議会の意見を

聞き、最低基準を超えて、その設備及び運営

を向上させるように勧告することができると

されております。 

 このたび、最低基準は県の条例で定めます

ので、向上させる必要があれば条例改正をす

べきであり、勧告という方法は適当でないと

考えまして、盛り込まないこととしておりま

す。また、２項につきましても、県がみずか

ら定める基準の向上に努めるのは当然でござ

いますので、盛り込まないこととしておりま

す。 

 次に、国基準第４条の第１項ですが、施設

の設備及び運営の向上につきましては、児童

福祉法では設置者の努力義務とされておりま

す。ところが、第１項では、義務づける規定

になっており、法を上回っておりますので、

県基準では、法に合わせて努力義務に変更し

ております。 

 第２項では、最低基準を超えている設備や

運営についても低下させてはならないとされ

ております。これは法にも根拠がありません

ので、基準としては適当でないと考えまし

て、盛り込まないこととしております。 

 以上で基準条例についての御説明を終わり

ます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○小早川宗弘委員長 続いて、環境生活部の

ほうに行きますけれども、まず、谷﨑環境生

活部長から総括説明を行い、続いて、担当課

長から順次説明をお願いいたします。 

 

○谷﨑環境生活部長 おはようございます。 

 環境生活部関係の議案の概要につきまして

御説明を申し上げます。 

 今回提出しております議案は、予算関係２

議案、条例等関係１議案の合計３議案でござ

います。 

 まず、第１号議案の平成24年度熊本県一般

会計補正予算でございますが、総額600万円

余の増額補正をお願いいたしております。 

 その主な内容は、水俣病特措法申請期限後

に健康不安を訴える方に対しまして健診を行

うための経費等でございます。 

 このほか、平成24年度から平成25年度への

繰越明許費といたしまして、市町村等再生可

能エネルギー等導入推進事業で9,600万円の

設定をお願いいたしております。また、債務

負担行為といたしまして、くまもと県民交流

館管理運営業務と海域水質環境調査業務の委

託契約分として、合わせて１億1,600万円余

の設定をお願いいたしております。 

 次に、第６号議案の平成24年度熊本県のチ

ッソ株式会社に対する貸付けに係る県債償還

等特別会計補正予算でございますが、総額４

億8,800万円余の増額補正をお願いいたして

おります。 

 これは、チッソの平成23年度決算の経常利

益額が当初予算時の見込みを下回ったことに

伴い、チッソの自力返済額が減少するため、

県債償還額に対する不足額分について、国庫

補助金と特別県債、それぞれの増額を行うも

のでございます。 

 これらによりまして、特別会計を含めまし

て、環境生活部の補正後の予算総額は640億

8,100万円余となります。 

 次に、第45号議案の指定管理者の指定につ

いてでございます。くまもと県民交流館の管

理運営につきましては、くまもと県民交流館

条例に基づき指定管理者制度を導入しており

ますが、現在の指定期間が本年度で満了する

ため、新たに指定管理者の指定を行うもので

ございます。 

 このほか、水俣病対策の状況等についてな

ど、３件につきまして御報告させていただき

ます。 

 以上が今回提出しております議案等の概要
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でございますが、詳細につきましては、関係

各課長が御説明いたしますので、よろしく御

審議のほどをお願い申し上げます。 

 

○宮尾環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 説明資料にお戻りいただきまして、45ペー

ジをお願いいたします。 

 一般会計からチッソ特別会計への繰出金に

ついて、379万円余の減額補正でございま

す。これは、この繰出金を財源としている特

別県債の元利償還金が、借入利率等の見直し

によりまして、再計算の結果、減少などによ

り、当初予算の見込みより少なかったことに

伴う減でございます。 

 46ページをお願いいたします。 

 チッソ特別会計の補正でございます。 

 上段の２つ、53、54と書いてあるものです

が、いずれも財源更正でございます。 

 チッソの平成23年度決算が確定いたしまし

たが、当初の見込みよりも経常利益が少なか

ったことに伴いまして、チッソの自力返済額

が約24億7,000万減少したことに伴い、その

分を国庫補助金で賄うための財源更正でござ

います。 

 平成12年の抜本策ルールによりまして、チ

ッソは可能な範囲で返済を行いますが、不足

額の８割を国庫補助金で賄うということにさ

れておりまして、１番目のヘドロ立替債12億

2,000万円余、２つ目の患者県債７億5,000万

円余の合計19億7,000万円余を、その他、い

わゆるチッソの返済金から国庫補助金に財源

更正するというものでございます。 

 次、３段落目の55と書いてあるものでござ

いますが、この特別貸付金につきましては、

いわゆる不足額の２割につきましては特別貸

し付け、県債で賄うこととされておりますの

で、その不足分、足りなかった分、４億9,00

0万円余を増額するものでございます。 

 次に、46ページの最下段と47ページの56と

書いてあるものでございますが、これは、先

ほどの45ページの減額とリンクいたします

が、特別県債の元利償還金の補正でございま

す。本年度に借り入れました県債の償還条件

の確定と過去に借り入れた県債の利率の見直

し等によりまして、本年度の償還額は、元金

が217万円余の増、利子が597万円余の減とな

ります。プラス・マイナスでマイナスの379

万円余でございますが、先ほど45ページで御

説明したものと一致しております。 

 なお、今回の補正に関連いたしました国庫

補助金の増額につきましては、11月30日に予

備費による支出が閣議決定されておりまし

て、同日付で関係省庁等で構成するチッソ金

融支援連絡会議幹事会で年間支援額が確認さ

れましたので、御報告申し上げます。 

 以上でございます。 

 

○田中水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 引き続き説明資料の48ページをお願いいた

します。 

 公害保健費でございます。 

 右端の説明欄に記載をしておりますとお

り、水俣病総合対策事業につきまして、153

万円余の増額の補正をお願いしております。

これは、特措法に申請をなさらなかった方で

健康不安を訴える方に対しまして年１回無料

の健診を行う、それに要する経費でございま

す。 

 よろしく御審議のほどお願いを申し上げま

す。 

 

○髙山水俣病審査課長 水俣病審査課でござ

います。 

 49ページをお願いいたします。 

 公害保健費で824万円の増額補正をお願い

するものです。 

 内容につきましては、右側説明欄にござい

ますように、公害健康被害補償給付支給事務
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費に関する補正でございます。 

 これは、認定申請された方の検診費や審査

会の運営経費など、認定業務に要する経費の

２分の１を国庫が負担するものでございます

が、昨年度、平成23年度の交付金につきまし

て事務費が確定したことに伴い、超過して交

付された分を国に精算返納するものでござい

ます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料50ページをお願いいたします。 

 繰越明許費についてでございます。 

 備考欄に記載しておりますが、９月補正予

算で計上いただきました市町村等再生可能エ

ネルギー等導入推進事業におきまして、繰越

明許費を設定するものでございます。 

 この事業は、防災拠点への太陽光発電や蓄

電池などを整備する市町村へ補助を行うもの

でございますが、市町村では12月議会で歳出

予算が計上されますことから、年度内に工事

を完了できない場合も想定されます。これに

対応するために、繰越明許費を設定するもの

でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○清田環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 51ページをお願いいたします。 

 債務負担行為といたしまして、海域水質環

境調査業務でございます。 

 これは、毎年、海域の環境基準点50地点に

つきまして、原則として毎月１回、船を出し

まして、採水をし、水質分析をする業務等を

民間委託するものでございます。来年度実施

につきまして、限度額1,653万1,000円を設定

するものでございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○杉山消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 52ページをお開きください。 

 消費者行政推進費でございますが、22万円

余の増額補正をお願いしております。 

 内訳につきましては、右側の説明欄により

説明させていただきます。 

 まず、(1)の地方消費者行政活性化事業で

ございますが、啓発資料の作成費用など、20

5万3,000円の増額でございます。 

 次に、(2)の消費生活相談強化事業でござ

いますが、リレーシンポジウムの委託料の入

札残など、182万4,000円を減額しておりま

す。 

 以上、当課合計といたしまして、22万9,00

0円の増額補正をお願いしております。 

 御審議のほどお願い申し上げます。 

 

○中園男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 説明資料の53ページをお願いします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 くまもと県民交流館管理運営業務について

でございますが、熊本市中央区手取本町にあ

りますくまもと県民交流館につきましては、

平成22年度から指定管理者制度を導入してお

ります。今年度末で３年間の指定期間が満了

することに伴い、新たに指定管理候補者の選

定手続を行ったことから、平成25年度から29

年度までの５年間について、限度額9,972万

8,000円の債務負担行為を設定するものでご

ざいます。 

 なお、指定管理者の指定につきましては、

別途、議案を提出いたしております。 

 続きまして、資料の54ページをお願いいた

します。 

 議案第45号指定管理者の指定についてでご

ざいます。 
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 説明は、55、56ページのくまもと県民交流

館指定管理候補者の選定についてにより行わ

させていただきます。 

 くまもと県民交流館につきましては、平成

24年７月24日から約２カ月間、指定管理者の

公募を行った結果、７団体から申請がござい

ました。指定管理候補者の選考に当たりまし

ては、10月３日に開催しました外部の有識者

５人から成る指定管理候補者選考委員会で審

査を行いました。その結果、選定理由に記載

しておりますように、くまもと県民交流館や

関係団体との連携への取り組みや実施事業に

ついて非常に具体的でわかりやすい内容であ

ったこと、また、くまもと県民交流館の安定

的な管理を行うための人的、財政的基盤も充

実しており、収支計画の実現性が高い点で他

団体よりすぐれていると認められることか

ら、くまもと県民交流館管理運営共同企業体

を指定管理候補者として選考し、その後、指

定管理者制度運営会議において、指定管理候

補者として選定をいたしました。 

 なお、指定期間につきましては、平成25年

４月１日から平成30年３月31日までの５年間

としております。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○小早川宗弘委員長 次に、病院局に行きま

すけれども、向井病院事業管理者から総括説

明を行い、担当課長から説明をお願いいたし

ます。 

 

○向井病院事業管理者 今回の定例県議会に

提案しております議案の概要説明に先立ちま

して、最近の県立こころの医療センターの運

営状況について御報告申し上げます。 

 初めに、ことし４月に開設したこころの思

春期外来につきまして御報告いたします。 

 当初、民間病院の協力を得てスタートして

おりましたが、児童・思春期医療技術習得の

ため県外病院へ長期研修に派遣しておりまし

た常勤医師１名が戻ってきましたことから、

11月から診療日を、週１日から、週２日に拡

大したところでございます。今後とも、診察

を必要とされる方々のニーズに丁寧に対応し

てまいりたいと考えております。 

 次に、当センターでは、病院経営や医療の

あり方について、外部の専門家等から成る運

営評価委員会を開催しており、今年度も去る

10月５日に開催いたしました。会では、効率

性や経費の削減を追求する余り医療の質が低

下しないように、患者さんが集まる病院、医

師やコメディカルが働きたいと思ってもらえ

る病院となるよう努力して、それを外に向け

てもっと発信したらいかがかなど、多数の意

見をいただいたところであり、今後の病院運

営にしっかりと反映してまいりたいと考えて

おります。 

 それでは、本会議に提案しております病院

局の議案について御説明いたします。 

 今回提案いたしますのは、予算関係１議案

でございます。 

 第９号議案平成24年度熊本県病院事業会計

補正予算(第２号)は、平成25年４月１日から

の業務を開始します委託事業等の債務負担行

為の設定をお願いするものでございます。 

 以上が今回の議案の概要でございますが、

詳細につきましては、総務経営課長から御説

明いたしますので、よろしく御審議のほどお

願い申し上げます。 

 

○田原総務経営課長 お手元の説明資料の57

ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定をお願いしておりま

す。 

 こころの医療センター業務のうち、施設管

理や給食などの業務委託等につきましては、

平成25年４月１日から業務を開始するため、

今年度中に一般競争入札などの契約事務を終

える必要がございます。このため、総額１億
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3,900万円余の債務負担行為を設定するもの

でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○小早川宗弘委員長 以上で執行部の説明が

終了しましたので、議案等について質疑を受

けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 健康福祉部の天草保健医療

圏のヘリポート等の施設整備事業費というの

は、これは地域医療再生計画の資金を使って

いるのかどうか、ちょっとその確認が１点。 

 

○三角医療政策課長 御指摘のとおり、地域

医療再生基金を活用した事業でございます。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。 

 もう１点、熊本県食品衛生基準条例の一部

を改正する条例案のところで、今回、内容と

して、結核患者を除き、新たに新型インフル

エンザ等感染症の患者を加えるとなっており

ますけれども、この結核の患者を除くに当た

ってどういうふうな形でこれを除いたのかを

ちょっと説明いただければと思います。 

 

○一健康危機管理課長 結核の患者につい

て、現在就業制限ということになっています

が、結核は、そもそも食品を介しては感染し

ないということでありまして、感染症法にお

いても食品に直接接触する作業の従事作業に

入っていません、感染症のほうでは。という

ことで、今回食品のほうが後で除いたと、順

番的にはですね。そういう感じになっており

ます。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにございません

か。 

 

○鬼海洋一委員 これは両部に関係すること

ですけれども、指定管理者の更新が今度行わ

れています。今度の議会、本会議の中でも、

私のところは西議員のほうからも指摘を出し

ておりましたけれども、特に、年数を延ばし

たらどうかという提案も行いました。同時

に、なぜそれをやるかというと、特に雇用の

問題、こういうものについて余り期間が短い

と、次に更新をするものが、違う業者が指定

を受けたときに、雇用継続ということについ

て多くの懸念が生まれるんじゃないかという

ような思いの中から提案をいたしまして、特

に、この更新の中でも、雇用にかかわる労働

条件等含めて、そういう問題の整理が非常に

重要ではないかという提案をしたわけであり

ますけれども、今回は５年ということになっ

て一定の前進が見えたんではないかというふ

うに思っております。 

 ただ、その更新のそれぞれの――１カ所は

１業者でしたかな、そういう意味で、余り中

身の相違については検討されていなかったか

もしれませんけれども、県民交流館、つまり

パレアについては複数の業者が参入している

ようでありまして、その辺の検討を行われた

というふうに思いますけれども、その中で、

今申し上げました雇用、こういうものについ

てどの程度斟酌をされた中で決定されたの

か、そういう意味で、検討された課題につい

て少し御説明いただきたいと思います。 

 

○中園男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 県民交流館パレアにつきましては、現在の

指定管理者から新しい指定管理者に引き継ぐ

ということになります。 

 今委員から説明がございましたように、雇

用につきましては、現在の指定管理者からこ

の新しい管理者に対して継続してできないか

というふうなことで今話をしております。今
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週の20日に、具体的に現管理者と新しい指定

管理候補者との間で話し合いをして、雇用が

できるものについては、面接等をして、継続

して雇用したいというようなことでございま

すので、その辺の懸念は若干和らぐかなとい

うふうに考えております。 

 いずれにしましても、新しい指定管理者に

移りましても県民サービスの低下にならない

ように、しっかりとその辺の継続の話し合い

をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 

○鬼海洋一委員 障害者福祉センターのほう

はいかがでしょうか。 

 

○西岡障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 現在の指定管理者においては、正規職員２

名と嘱託２から３名で身体障害者福祉センタ

ーの業務を行っております。県のほうの算定

におきましては、現行の業務量を勘案して、

基本的には十分行えるという人件費を算定の

中に入れ込んでおります。 

 

○鬼海洋一委員 それぞれ、この前の本会議

の中でも指摘いたしましたことについては、

十分検討されているということで安心をいた

しましたけれども、特に、中園さんのところ

では大変だと思いますけれども、やっぱり雇

用というのは継続して守っていかなければ、

つまり公契約のものも議論をされている時代

ですから、ぜひその点を引き続き御努力いた

だきますように、この際お願いしておきたい

と思います。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。 

 

○西岡勝成委員 この条例関係の９ページ、

特別養護老人ホーム内での地産地消の件です

けれども、非常にありがたい条例だと思いま

すが、大体県内のこういう老人施設、私は保

育関係もあると思うんですけれども、こうい

う関係の、給食関係のシェアというのは結構

大きな額があると思うんですね。地産地消を

進め――今産業の６次化というのが叫ばれて

いますけれども、地域でできた産物をこうい

う施設で使ってもらうというのは非常にあり

がたいんですが、まだお互いの消費者と生産

者の流れができていない。 

 例えば、老人施設、魚であれば骨のないも

のを欲しいとかというような、そういうお互

いのニーズがわかってなくて地元のものが使

われていない部分もあると思うので、ぜひ、

こういう条例をつくるなら、例えば、これは

もう老人施設ばかりじゃないんですけれど

も、保育園にしても、そういう何か生産者

と、例えば加工組合なり、食品関係の会社な

り、そういう施設の給食関係の方々とのお互

いの情報交換するような場所までぜひつくる

ようなものをやってもらうと、私は地産地消

はもっと進むんではなかろうかと思いますの

で、これはもう県条例、既に地産地消条例も

あるわけですから、この辺をうまいぐあいに

――せっかくこうやって入れてもらうなら、

地域で、もっともっと地域の農林水産物を使

うような、使いやすいような体制づくりのた

めに努力をしてもらいたいと思います。 

 もう１つ、歯科医の件、これ、11ページに

も書いてありますが、これも歯科と口腔の県

条例つくっていますけれども、ただ歯科医が

そこに協力の体制ができるというんじゃなく

て、歯科医療というものを、例えば、健康の

中に、施設の中にどう生かしていくかまで、

もうちょっと先に進めるように、ただ歯が痛

くなったから連携している歯科医と連携をと

るというんじゃなくて、もう一歩、我々も条

例をつくっているわけですから、老人施設の

中で口腔と歯科の重要性というもの含めて、

もうちょっと戦略的な体制づくりというもの

を――ただ条例をつくっただけでは動かない
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と思うんですよね、２つとも。そういうこと

についてどうですかね、提案ですが……。 

 

○林田健康福祉部長 今、西岡委員から２点

ございまして、１つは、地産地消についての

ことでございましたけれども、これは、私た

ちの健康福祉部で今回の条例等の対象となり

ました――それ以外のものもございますけれ

ども、施設の数、80種類とか、事業所で２万

数千とか大変多い数でございますので、この

条例の趣旨等は今から十分――お認めいただ

いた後周知をして、そして４月施行というこ

とで準備期間がございますので、今おっしゃ

いましたような点など、施設と、それと生産

者の方々、なるべく近い意識を持って施設側

でも取り組んでいただくようなことは意識し

て努めてまいりたいというふうに思います。

 それから、歯科の件でも今お話しございま

して、条例もつくっていただいて、戦略的な

体制でやっていかなければならないというふ

うなことは私どもも意識をいたしておりま

す。 

 特に、歯科が、いろんなほかの病気に与え

る影響というのも大変幅広く、糖尿病ですと

か、いろいろございますけれども、特に高齢

者の方々、施設では、誤嚥性の肺炎とかが大

変心配をされます。ですから、ことしから、

そういった高齢者の施設を、５カ所ほどでご

ざいますけれども、一応モデル事業という形

ではありますけれども、歯科医、歯科衛生士

の皆さんに御協力いただきながら、そういっ

た口腔ケア、これは相当条例を意識して今や

らせていただいておりますけれども、また引

き続き来年以降も取り組んでいかなければな

らないと思っております。 

 それから、子供さん方の施設あたりでも、

フッ化物のことですとかそういったことも、

私どもも今一生懸命取り組んでおりますの

で、子供さんから高齢者まで相当広範囲にわ

たる取り組みを戦略的に行っていきたいとい

うふうに思っております。 

 

○西岡勝成委員 せっかく条例を――つくっ

ただけじゃ意味ないので、それをいかに有効

に使っていくかということ大事だと思うの

で、ぜひフォローをよろしくお願い申し上げ

たいと思います。 

 もう１点、条例に関する件で、この説明資

料の40ページですが、国民健康保険調整交付

金の件ですけれども、これは、例えば、天草

市が水俣病関係で非常に保険料が高くなると

いうふうなことの調整課題と関係する話です

かね。 

 

○林田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 今委員のお尋ねがありました水俣病関連の

ものについてということも入っているかとい

うことですけれども、この中で、調整交付金

の中には普通調整交付金と特別調整交付金が

ございます。その特別調整交付金の中で、水

俣病総合対策を対象としている市町村につい

ては、医療費が伸びている分について、国と

県で、その伸びている分のうちの市町村の住

民の保険税の伸び相当分について、やはり公

費で負担するべきであろうということで、国

と県で、今現在、15分の９を国、それから15

分の３を県で負担するということで、まだ若

干国のほうが負担できていない部分がありま

すので、それは引き続き要望が必要なんです

けれども、その15分の３分を県が負担すると

いうことになっておりまして、先生のお尋ね

の、調整交付金の中に入っているかというこ

とのお尋ねなんですけれども、今の15分の３

について、この特別調整交付金の中で関係市

町村に対して交付しているということでござ

いますので、この中にその水俣病関係分も含

まれているということでございます。 

 

○西岡勝成委員 わかりました。 
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○小早川宗弘委員長 ほかに。 

 

○田代国広副委員長 私も普通調整と特別調

整交付金の違いを聞きたかったんですけれど

も、やっとわかりましたが、この割合を変更

することによって、どういった変化といいま

すか、影響といいますか、が起きるんです

か。 

 

○林田国保・高齢者医療課長 今お尋ねの、

特別調整交付金が今回内訳を変えるというこ

とで、今回、これまで７％分のうちの６を普

通調整交付金、１を特別調整交付金というふ

うに割合をいたしておりました。それを、今

回の改正によりまして全体が９％になります

ので、そのうち普通調整交付金は、６はその

ままの割合なんですけれども、特別調整交付

金のほうに２を上乗せすることによって、６

と３という割合にするというのが今回の改正

案でございます。 

 御指摘の、どういうことになるのかという

ことなんですけれども、先ほど御説明しまし

たように、まず、今回の法改正の趣旨という

のが、27年度から――市町村の共同事業とい

うものが今現在やられているんですが、それ

は、市町村共同安定化事業という、国保を安

定的に運営するために、お互いに一定の額以

上の医療費を市町村がお互い持ち合うという

ふうな制度が今ございます。その分につい

て、対象の医療費を、現在レセプト１件当た

り30万円以上という割と高額の部分を対象に

しておるんですけれども、それを27年度から

１円以上を対象にするというふうに対象が拡

大することになります。 

 そういう制度が拡大することというのが一

方にありまして、県の調整交付金で今の共同

事業によってやることによって、市町村によ

っては、市町村の拠出をもって交付を、市町

村に対して交付をするというふうな制度なん

ですけれども、実際の医療費よりもその拠出

することが多くなる市町村が出てまいりま

す。そこで、交付する額が多くなることで、

この27年度から拡大することで、その拠出分

が多くなる可能性がありますので、その辺に

ついて負担が多くならないように県の調整交

付金で調整をしようというようなこと、それ

から、県の調整機能の強化ということが出て

いますので、その辺についてその中で考えて

いきたいというふうに考えております。 

 

○牧野健康局長 ちょっと補足してよろしい

ですか。 

 委員の御質問の、割合を変えることによっ

てどのような影響があるかということでござ

いますけれども、今回、もとの総額100分の

７だったのが100分の９ということに、県の

負担分がふえます。医療費総額の100分の７

だったのが100分の９というふうにふえます

ので、そのふえた分を、普通と特別とあるん

ですが、全部特別に入れるというふうな改正

でございます。 

 それはなぜかといいますと、そちらのほう

が、その後のいろんな市町村の間の財政調整

がしやすいということでそちらに入れるとい

うことでございますので、結果的には、今ま

でとそんなに変わらない運用ができるという

ことでございます。 

 

○田代国広副委員長 今の答弁を理解するた

めには、普通調整交付金、特別調整交付金の

制度といいますか、これをやっぱりしっかり

と把握せぬと、知らないと、なかなか今の説

明を理解できないような気がするんですよ。 

 この普通調整交付金と特別調整交付金の制

度については、後でぴしゃっと資料か何かも

らえませんか。 

 

○小早川宗弘委員長 それでは、担当の執行

部には、関連資料を、わかりやすい資料を全
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委員の皆さん方に配付をして説明をしてくだ

さい。 

 続いて、ほかに。 

 

○松岡徹委員 今の国保問題も後でやります

けれども、順序は――３点ですね。１番目に

介護関係、そして国保、あと、水俣病、３点

お聞きしたいと思います。 

 介護関係、ページでは、２ページ、３ペー

ジですけれども、前回の委員会で、去年の６

月、法改正があって、私がいろいろ事業者や

利用者やヘルパーさんなんかからいろいろ聞

いたんでは、すごくやっぱり影響があるとい

うので、県として、障害者自立支援法のとき

みたいに、きちっと実態調査を、影響調査を

したらどうかという問題提起をしたんですけ

れども、その時点では、課長の御答弁では、

今のところ考えていないということだったん

ですけれども、ちょっとその後、民間団体

が、８月、９月に実態調査をしたレポートが

ありまして――委員長、ちょっと課長にやっ

てよかですかね、この報告書。 

 

○小早川宗弘委員長 資料の配付は、できれ

ば事前で――個別で委員会でちょっと今いき

なり資料を配っていただくと…… 

 

○松岡徹委員 (資料を示す)これがアンケー

トの協力要請と項目が書いてあって、これが

その結果をまとめたやつなんですけれども、

これでいくと、例えば、報酬改定による事業

収益変化では、収益が減ったというのが42

％、それから生活援助見直しによる影響があ

ったというのが57.5％とか、利用者とのコミ

ュニケーションの機会が減った、ヘルパーさ

んのあれでは55.4％とか、かなりヘルパーの

給料が減ったというのが40％とか、具体的に

７～８月の時点でこういうのが出ているわけ

だよね。 

 だから、国が法律を改正したとき、やっぱ

り県としては、それをどう周知徹底するかと

いうのは当然なんだけど、それが結果として

のメリットとデメリットというかな、問題点

とかというのもやっぱり正確につかんで、補

うべきところは県として補うし、制度上の問

題では国に見直しなんかも機会を通じて求め

ていくということが、あり方として必要じゃ

ないかと思うんですね。 

 後で課長にこの項目と結果をお渡しします

ので、よく検討していただいて、これについ

ては、しかるべき対応をすべきじゃないかな

というふうに思いますので、いかがでしょう

か。 

 

○小早川宗弘委員長 まず、議案に対する…

… 

 

○松岡徹委員 だから、介護関係の２ペー

ジ、３ページ。 

 

○中島高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 昨年６月の介護保険法等の改正、それから

去年４月に介護報酬等の改定が行われており

ます。 

 松岡委員おっしゃったように、訪問介護の

生活援助の時間区分の変更でありますとか、

デイサービス事業所における介護報酬単価の

引き下げでありますとか、介護職員のたんの

吸引等が可能になるような法改正とか、さま

ざまな改正が行われております。 

 特に、介護報酬の改定につきましては、国

の改正内容が最終的に決まりましたのが２月

ということで、それに伴う質疑応答、国のほ

うが出したものが３月ということで、制度改

正当初につきましては、利用者なり、事業所

からの問い合わせも相当ございました。利用

者なり、事業者の戸惑いも相当あったという

ことかと思っております。その後は、実際う

ちのほうへの問い合わせも減って通常ベース
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になっております。それから、６月に、全て

の事業者を相手にした集団指導といいます

か、法改正なり、介護報酬の改定についてを

中心にしました説明会といいますか、集団指

導を行ったところでございます。 

 後ほど、松岡委員のほうからアンケートが

いただけるということでございますが、前

は、口頭でお聞きした限りでは、相当のまだ

不安なり、苦情なりがあるということをお聞

きしたところでございます。そういう状況の

中で、実際、例えばケアマネジャーの団体で

ありますとか、ほかの団体あたりとの意見交

換の中で、そういう事実、事情、状況がある

のかという意見交換を随時行ってきたところ

でございます。なかなかその辺の実態につき

ましては、そこまで――当初の戸惑いはかな

りあったものの、今はほぼ落ちついているん

じゃないかというような意見が多うございま

した。 

 ただ、いろんな団体と今――今後も協議し

ていく中で、そういう意見等があるかもしれ

ないということもありますので、情報を収集

しながら対応したいと。特に、年明けまし

て、社会福祉審議会の高齢者福祉関係の部会

の開催を予定しております。その中には、利

用者代表初め、保険者の市町村、それから各

事業者団体が集まっての部会の開催がござい

ます。その中でもいろんな意見が出てくるよ

うであれば、委員おっしゃったような形で分

析を行って、必要であれば、調査を行うであ

りますとか、国に要望するでありますとか、

その辺の状況は把握しながら対応していきた

いと思っております。 

 

○松岡徹委員 後で項目のほうもちょっとお

渡ししますので、見ていただきたいんですけ

れども、なかなかやっぱり表に出ないという

かな、制度が変わっていろいろあっても反映

――それに、しょんなかたいという感じで従

っていく気風というのは結構あって、しか

し、実際細かく調べるとかなり問題点がある

というのが、８～９月のこのアンケート調査

では事実として出ているもんだから、課長お

っしゃったように、やり方はいろいろあるか

と思いますけれども、ぜひそういう視点で対

応していただければと思います。 

 ２番目に、今議論になった国保、38号、条

例改正のこれについて、結局、厚生労働省が

出している調整交付金配分ガイドラインとい

うのがあるんだけれども、この中で、文書と

図解があるわけですけれども、これによる

と、特別調整交付金の場合の説明では、一つ

の例として、広域連合による保険運営など、

国保運営の広域化に際しての保険料平準化を

支援すると、そういうふうに書いてあるわけ

ですね。これは、平たく言えば、国保の広域

化に向けて、一昨年の５月に厚労省が通知を

出して、一般会計からの繰り入れは抑えまし

ょうと、できるだけ。そのために、値上げを

したり、あるいは収益率を上げたりという通

知がですね、安定化事業とかいろいろ進めら

れて、全体としては、国保の広域化というこ

とに進めていく中身なんですよね。 

 その点で、さっき課長が言ったことで気に

なるのは、安定化というけれども、今市町村

国保はどこもかしこも大変なんですよ。以前

は農林水産業とか自営業者が７割ぐらいい

て、今はもういわば年金生活者とか、非正規

雇用者とか、年収が、この20年間で、240万

平均だったのが、今140万台になっている。

だからもうどこも厳しいのが集まったからと

いってよくなるもんじゃない。やっぱり基本

は、いわば５割国が出しとったのが、今半減

するような、このくらいの措置だって、いわ

ば国が34％から32％に減らして、県は７％か

ら９％というわけでしょう。この財源は、年

少扶養控除廃止の財源をいわば――だけん、

国が出すべきところを県の新たな財源になっ

た――その扶養控除の廃止自体問題あるけ

ど、それで充てなさいと。そして今度は、特
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別調整交付金のほうをまた、県は県として厚

くシフトすると。比率でいくと、普通調整交

付金は７分の６から９分の６だから下がるけ

ど、特調のほうは７分の１から９分の３だか

らね。だから、そういう方向に熊本県として

は――国の施策はわかっているけど、広域化

のほうでぐんぐん行くというようなことで理

解していいのかなということをちょっと伺い

たいんですけれども。 

 

○林田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 今、松岡委員からおっしゃった市町村国保

についての広域化についての県の方針という

ことかと思います。国のほうは…… 

 

○松岡徹委員 それと、今度の、いわば普通

調整交付金のほうは減らして特調のほうの比

率を高めたわけでしょう。そこんところはど

ういう関係かということ。 

 

○林田国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 まず、広域化につきましては、国自体は、

やはり市町村国保の広域化を進めようという

ことで考えております。県といたしまして

は、現時点では、まだ広域化についての明確

な方向性というのが決まっていない段階で、

県として、率先してといいますか、市町村国

保を広域化に向けて進めていこうというふう

な考え方は、今のところは難しいのではない

かというふうに考えております。 

 基本的な県の市町村国保についての広域化

についてのスタンスは、今申し上げたような

ところでございます。 

 今回の比率が、調整交付金のほうの比率

が、今度特別調整交付金のほうでということ

についてですけれども、今おっしゃった、ま

ず普通調整交付金の分につきましては、全体

が７から９に上がっておりますので、普通調

整交付金そのものについては６のままですの

で、そちらのほうは変わっていないかと思い

ます。全体が伸びております中で６を確保し

ているということになりますので……。 

 今度それを、特別調整交付金のほうに上乗

せを位置づけるということになったわけです

けれども、広域化ということでの関連でとい

う御指摘かと思いますが、広域化ということ

についての、直接そのために２を上乗せして

いるというものではございません。市町村ご

とのいろんな、財政上のいろんな個別の事情

によって、いろんな項目で調整することにし

ておりますので、その中で調整をしていくと

いうことになってまいりますので、そのこと

を目的として、直接的に特別調整交付金を上

乗せしたということではございません。 

 

○松岡徹委員 それで、調整交付金の場合、

市町村の格差があるじゃないですか。だか

ら、そういうことだから、そっちのほうにも

っと今求められているのはシフトをすべきじ

ゃないかと。今、あなた、特別調整交付金の

場合は、広域化との関係はないというかのよ

うなことを言われたけど、条例としてこうい

うふうな仕組みにすれば、国は――私も熊本

県のスタンスとして広域化にゴーというので

は必ずしもないというのは以前から聞いとっ

たんだけど、しかし、条例、仕組みとして、

こういうふうな形でシフトしていくことはど

うかなということを懸念するわけですよ。一

応その点は指摘しておきます。 

 ３点目に、水俣病関係ですね。説明資料で

は、48、49関係になりますか。 

 これで、今の特措法に基づく申請者の公的

検診があってるですたいね。その公的検診

で、僕は非常に怒っているというか、疑問に

思っているのは……(資料を示す)こういう手

紙というか、メモをいただいているんですけ

れども、これは東京であった公的検診なんだ

けれども、例えば、検診のドクターが、しび
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れの訴え、耳鳴りなどの症状を聞いたと。ど

ういう症状かを具体的に聞かれることもあっ

たので説明しようとすると、それを遮って、

よく聞いてくれませんでしたと。それどころ

か、にやにや笑って、はいはいと小ばかにし

たような態度に終始したと。このような検診

で救済対象外ということになれば到底納得で

きないというようなこととかが、いろいろ公

的検診の中身で寄せられたので、被害者団体

と医師団のほうで、鹿児島のこの公的検診の

ところに行って、その検診を受けた人、その

聞き取りを全部やったんですよね。その中で

出たのは、やっぱり感覚をチェックするのに

爪ようじでやるわけですな。爪ようじでやっ

て、これはこの写真だけど……(写真を示す)

血が出るように、とにかくやるというわけた

いな。この人は右頬のところだけど、この人

は前のところたいね。これは、その後すぐ撮

った写真だから……。 

 それで、全部が全部じゃない、大体40人の

うち２人がこういう状態だったというわけだ

けど、要するに、神経内科の先生が当たって

いらっしゃると思うんだけど、水俣病のそう

いう検診をやったことがないというか、そう

いう人がタッチしていらっしゃるということ

じゃないかなと。私も、医師団のドクター、

友人がいっぱいいるので、いろいろ聞くんだ

けど、胸を中心に、いわば顔のほうとチェッ

クしたり、胸を中心にしてやるとか、あるい

は手で言うならば、手先から腕のほうに上が

っていくとか――原田先生が、いわば劇症か

ら視野狭窄から一番下は軽度の全身障害と

か、それから四肢末梢とか、ピラミッド型の

あれをつくってよく説明されておったけど、

公的検診に当たるドクターに対してちゃんと

研修をやって正確な検診がなされているのか

なということが、ちょっとこのいろんな報告

を聞いて疑問に思ったので、熊本県の場合は

そういうことはないと思いますけれども、そ

この点はいかがかなということでちょっとお

聞きしたいと思います。 

 

○田中水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 特措法の公的診断に当たっての診断の姿勢

やらやり方に関して、また、事前に研修をや

っているかというお尋ねでございますけれど

も、この特措法の具体的な診断に入ります前

に、公的診断をお願いしている全ての医療機

関につきまして、環境省の水俣病を担当して

おります課の、そこに在籍をしております医

師が、直接それぞれの医療機関のほうにお伺

いをして、今回の検診の趣旨ですとかやり方

につきましては御説明をさせていただいてお

ります。もちろん、その席には私どもも同席

をさせていただいております。 

 それから、検診の中で、今鹿児島の例がご

ざいましたけれども、熊本の場合でも、時

折、そう数が多いわけではございませんが、

患者さんのほうからいろいろな御指摘がござ

います。それにつきましては、その都度、各

医療機関のほうにお尋ねをして、そうした事

実がある場合については、再度、改めて、国

なり、県のほうから御説明をして、私どもか

ら事前にお願いをしたような形での対応をし

ていただくようにお願いをしているところで

ございます。 

 以上でございます。 

 

○松岡徹委員 熊本県としては、しっかりや

っていると思うんだけど、これなんか……

(資料を示す)爪ようじ、今大体爪ようじで、

衛生面と、いわばすぐ捨てられるというか、

爪ようじで。僕なんかはもうそれこそ何千人

と検診をした先生なんかともよく話すんだけ

れども、こういうことはもう本当にほとんど

あり得ないというわけだよね、こういう形で

爪ようじで血が出るような。そこのところ

は、これは事実の問題として改めてチェック

をして、こういうことがないようにさらに努

 - 25 -



第６回 熊本県議会厚生常任委員会会議記録（平成24年12月17日) 

力をしていただきたいなと要望しておきま

す。 

 

○田中水俣病保健課長 引き続き、検診に当

たりましては、適正に行われるように対応し

たいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。 

 

○林田国保・高齢者医療課長 済みません、

国保・高齢者医療課でございます。 

 先ほど松岡委員からのお尋ねの件で若干補

足をしたほうがいいかなと思いますので、よ

ろしゅうございますでしょうか。 

 

○小早川宗弘委員長 はい、どうぞ。 

 

○林田国保・高齢者医療課長 先ほど市町村

の広域化についてのお尋ねがありまして、県

のスタンスはこうだということで申し上げた

んですけれども、ただ、決まったことといい

ますか、国のほうで方向が決まったものにつ

いては、しかるべく県としても対応していか

なければならないということになりますの

で、例えば、今回の２％増分について、共同

事業の拡大という部分についての対応をして

まいることになります。そのことにつきまし

ては、今回の法改正の趣旨が、市町村財政運

営の広域化ということを目的とした改正とい

うことになりますので、そういう趣旨であり

ますので、その部分については必要な対応を

していくということになりますので、そこは

ちょっと補足をさせていただきたいと思いま

す。 

 

○松岡徹委員 だから、そういうことでしょ

う。今度の改正に沿ってシフトしていくとい

うことでしょう。で、いいんですよ。私は、

そりゃあ異議があるけど、そのことを聞いて

いるわけだからね。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 なければ、これで質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第６号、第９号、第

18号から第38号まで、第44号及び第45号につ

いて、一括して採決したいと思いますが、御

異議ありませんか。 

 

○松岡徹委員 38号は、挙手でお願いしま

す。 

 

○小早川宗弘委員長 38ですね。 

 

○松岡徹委員 はい。 

 

○小早川宗弘委員長 それでは、一括採決に

反対の表明がありました議案第38号につい

て、挙手により採決いたします。 

 原案のとおり可決することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

  （賛成者挙手) 

○小早川宗弘委員長 挙手多数と認めます。

よって、議案第38号は、原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。 

 次に、残りの議案、第１号外24件について

は、一括して採決いたします。 

 原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○小早川宗弘委員長 御異議なしと認めま

す。よって、議案第１号外24件は、原案のと

おり可決することに決定いたしました。 

 それでは次に、継続中の付託された請願を

議題とし、これについて審査を行います。 

 それでは、請第２号について、執行部から

状況の説明をお願いします。 
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○一健康危機管理課長 健康危機管理課でご

ざいます。 

 350万人のウイルス性肝炎患者の救済につ

いて国への意見書提出を求める請願でござい

ます。 

 本請願は、国に対して全てのウイルス性肝

炎患者の救済を求めるというものでございま

す。 

 このうち、集団予防接種の際の注射器の連

続使用によってＢ型肝炎ウイルスに感染した

として争われているＢ型肝炎訴訟について

は、平成23年６月に国と原告弁護団の間で成

立した基本合意書に基づき、現在和解手続が

進められています。これまで全国で6,980人

以上の人が提訴しており、そのうち1,410人

以上の方との和解が成立しています。 

 一方、特定の血液凝固因子製剤にＣ型肝炎

ウイルスが混入することによって不特定多数

の者に感染被害を出した薬害Ｃ型肝炎につい

ては、薬害肝炎被害者救済特別措置法に基づ

き救済が進められております。これまで全国

で2,690人以上の人が提訴しており、うち、

1,970人以上の人と和解が成立しています。 

 こうしたＢ型・Ｃ型肝炎患者の救済に関し

ましては、予防接種や薬剤投与の事実を証明

できる当時のカルテの存否や母子感染でない

ことの証明の有無などにより、救済される方

とされない方に差が生じるという状況に変わ

りはありません。 

 以上が９月議会以降の状況でございます。 

 

○小早川宗弘委員長 ただいまの説明に関し

て質疑はありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○小早川宗弘委員長 なければ、これで質疑

を終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第２号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢継続」と呼ぶ者あり) 

○小早川宗弘委員長 継続という意見があり

ますので、継続についてお諮りいたします。

 請第２号を継続審査とすることに御異議あ

りませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○小早川宗弘委員長 御異議なしと認めま

す。よって、請第２号は、継続審査とするこ

とに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○小早川宗弘委員長 御異議なしと認めま

す。それでは、そのように取り計らいます。 

 12時ちょっと前でありますけれども、その

他以降、もうしばらく時間がかかりますの

で、ここで休憩をとりたいというふうに思い

ます。 

 再開は１時からとしたいと思います。 

 それでは、休憩いたします。 

  午前11時47分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時２分開議 

○小早川宗弘委員長 それでは、時間となり

ましたので、委員会を再開いたします。 

 その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が10件あっており

ます。まず、報告について執行部の説明を求

めた後に質疑を受けたいと思います。 

 それでは、健康福祉部・吉田健康福祉政策

課長から報告をお願いいたします。 

 

○吉田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

す。 

 報告事項と書かれました資料をお願いいた

します。 

 第６次熊本県保健医療計画について報告さ

せていただきます。 
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 資料は１ページから８ページまでとなって

おりますが、まず、３ページをお開きいただ

けますでしょうか。 

 これは、保健医療計画の全体図になりま

す。 

 まず、図の右側に関連計画と書いてござい

ます。保健医療計画は、ここに記載の健康増

進計画を初め、さまざまな計画と調和を図り

ながら策定する計画でございます。この関連

計画の枠の中の下に米印がございますが、下

線を引いた計画は、今年度に改定を予定する

計画でございまして、保健医療計画の改定と

並行して、それぞれの個別計画の見直し作業

を行っております。 

 また、このページの一番下にありますよう

に、一番下の右には、幸せ実感くまもと４カ

年戦略とございますが、こうしたものを踏ま

えて策定する計画になります。 

 恐れ入りますが、１ページにお戻りいただ

けますでしょうか。 

 まず、１、目的でございます。昭和63年の

医療法の改正によりまして、各都道府県で医

療計画を策定することとなって、本県でも、

昭和63年に第１次の計画を策定し、その後５

年ごとに見直しを行っております。今年度

は、平成25年度から始まる６次計画の策定の

年となっております。 

 ２の概要でございます。(2)にありますよ

うに、計画期間、平成25年度から29年度まで

の５年間でございます。(3)計画の構成につ

きましては、後ほど、４ページからの計画案

の概要の中で説明いたします。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ４のスケジュールでございます。これまで

保健医療に関する県民意識調査などの基礎調

査を実施し、さらに、５回にわたる計画検討

専門委員会を開催し、議論してまいりまし

た。また、ここには記載しておりませんが、

そのほかに、疾病、事業ごとにそれぞれ開催

しております各種協議会、医師会など、関係

団体との意見交換などを実施してまいりまし

た。 

 (2)の今後の予定としましては、１月に保

健医療推進協議会を開催いたします。その

後、パブリックコメント、熊本県医療審議会

の諮問等を経て、計画の策定を完了し、４月

から、この計画に基づき各種施策に取り組ん

でいくこととなります。 

 ４ページをごらんください。 

 これ以降が、第６次計画案の概要となって

おります。 

 Ⅰ番の基本構想の中の計画の目標と施策の

柱に記載のとおり、計画の基本目標を、いつ

までも健康で、安心して暮らせるくまもとと

しております。 

 また、このページの中ほどのⅡ番、基本計

画のすぐ下に保健医療圏、基準病床数と記載

がございます。２次保健医療圏につきまして

は、第６次計画においても、これまでの計画

に引き続き、地域振興局の圏域に熊本市を加

えて、11の圏域を設定しております。基準病

床数の算定もあわせて行っております。これ

は、全国統一の算定式により基準病床数を算

定し、いわゆる病床過剰地域では、病院の開

設、増床を認めないという制度でございま

す。具体的な基準病床の算定方法は、医療法

の施行規則に示されておりまして、これに従

って計算をしております。第６次計画におき

ましても、県内11の全ての２次保健医療圏に

おいて病床過剰地域となっております。 

 その下でございます。施策の柱は４つござ

います。 

 まず１つ目が、子どもの頃からの生涯を通

じた健康づくりでございます。この部分は、

後ほど報告させていただきます熊本県健康増

進計画の内容を踏まえて作成する部分となっ

ておりますので、説明は省略させていただき

ます。 

 ５ページをごらんいただけますでしょう

か。 
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 ２つ目の柱が、安心して暮らせる保健医療

の推進となっております。ここが医療計画と

しての本計画の中心となる部分でございま

す。 

 第１に、医療機能の適切な分化と連携など

の住民、患者の立場に立った保健医療の推

進、第２に、ページの下半分になりますが、

いわゆる５疾病、がん、脳卒中、心筋梗塞、

糖尿病、精神疾患、これらを中心とした疾病

に応じた保健医療対策の推進について記載し

ております。 

 このページの下のほうに認知症という項目

がございますが、国が示した医療計画作成指

針では、認知症は精神疾患の一部としての記

載となっておりますが、本県の特徴として、

認知症を別項目としまして、３層構造の認知

症医療体制の構築などに取り組んでいくこと

としております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第３に、在宅医療と、いわゆる５事業の救

急医療、災害医療、僻地医療、周産期医療、

小児医療などの特定の課題に対応した保健医

療対策の推進の施策がございます。今回の計

画では、訪問看護の推進など、特に在宅医療

に力を入れているところでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ３つ目の柱が、保健医療関係の人材の確保

と資質の向上でございます。 

 地域医療を支える医師や看護師などの不足

に対応するためのさまざまな施策に取り組む

こととしております。 

 ８ページをごらんいただけますでしょう

か。 

 最後の４つ目の柱が、健康危機に対応した

体制づくりとなっております。 

 結核、エイズといった感染症対策、医薬品

等の安全対策や食品の安全確保といった課題

に取り組むこととしております。 

 同じページの下段になりますが、Ⅲ番の計

画の実現に向けてにつきましては、この中の

丸の３つ目に記載しております熊本県保健医

療推進協議会において、各項目で設定してお

ります評価指標などを用いまして、計画の進

捗管理を行っていくこととしております。 

 なお、保健医療計画につきましては、それ

ぞれの２次保健医療圏ごとに地域保健医療計

画を策定することとしております。こちらの

ほうも、各保健所を中心に、今年度末の策定

に向けて作業を進めているという状況でござ

います。 

 保健医療計画につきましては以上でござい

ます。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 医療政策課からは、当課において本年度策

定を予定しております３つの計画の概要及び

策定状況について御報告申し上げます。 

 報告事項の９ページをお願いいたします。 

 まず初めに、第２期熊本県における医療費

の見通しに関する計画についてでございま

す。 

 本計画は、１に記載しておりますとおり、

県民生活の質の向上及び超高齢化社会への対

応を基本理念に、医療費が過度に増大しない

ための対策を定め、県民が良質かつ適切な医

療サービスを受けられる体制を確保すること

を目的としております。 

 ２の(3)計画の内容につきまして、９ペー

ジから10ページにかけまして記載しておりま

すけれども、国の指針におきまして、県民の

健康の保持の推進に関し、達成すべき目標や

目標を達成するために取り組むべき施策な

ど、ここに記載しております項目等を中心に

記載することとされております。 

 10ページをお願いいたします。 

 ４のスケジュールでございますが、今後、

計画案につきまして検討委員会で検討いただ

いた後、年明けにはパブリックコメントを実

施いたしまして、本年度末までに策定するこ
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ととしております。 

 続きまして、11ページをお願いいたしま

す。 

 次に、第11次熊本県へき地保健医療計画に

ついてでございます。 

 本計画は、僻地医療を担う医師への支援策

や僻地医療機関に対する支援策など、そうい

った項目に関します計画を定めまして、僻地

や離島における医療提供体制の確保を図るこ

とを目的に策定するものでございます。 

 内容につきましては、国から示されました

第11次へき地保健医療計画指針に基づきまし

て、僻地保健医療対策に係る現状や課題、対

策の目標、また、各主体の役割や具体的な支

援策等について記載することとしておりま

す。 

 12ページをお願いいたします。 

 僻地医療拠点病院や僻地診療所を設置する

市町村、県医師会等の関係者27人で構成しま

す熊本県へき地保健医療対策に関する協議会

において検討を進めておりまして、年明け１

月にはパブリックコメントを実施し、年度末

までに策定することとしております。 

 13ページをお願いいたします。 

 次に、第２期熊本県周産期医療体制整備計

画についてでございます。 

 内容につきましては、国から示されました

周産期医療体制指針に基づき、周産期医療を

取り巻く現状や周産期医療体制整備に向けた

対策について、記載することとしておりま

す。 

 14ページをお願いいたします。 

 周産期母子医療センターや周産期医療機関

の医師や消防機関等の代表者17名で構成しま

す熊本県周産期医療協議会において検討を進

めているところでございまして、２月にパブ

リックコメントを実施し、年度末の策定を目

指しております。 

 医療政策課からは以上でございます。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 報告事項の資料の15ページをお願いいたし

ます。 

 当課で策定中の３つの計画について御報告

いたします。 

 まず、熊本県健康増進計画(第３次くまも

と21ヘルスプラン)の策定について。 

 １の目的でございますが、本県における健

康づくりに関する基本的な計画である熊本県

健康増進計画、現行は第２次になります。こ

れが終期を迎えることから、平成25年度以降

の健康づくり施策を総合的に推進するために

策定いたします。 

 ２の計画(案)の概要でございますが、(3)

の構成をごらんください。 

 ①の基本的な考え方として、ヘルスプロモ

ーションの理念に基づき、県民を初め、行政

や関係機関、団体が一体となった健康づくり

を進めます。②の目標は、壮年期死亡の減

少、健康寿命の延伸、生活の質の向上とし、

それらを実現するために、③に記載しており

ますアから、次のページになりますが、エま

での重点施策に取り組んでまいります。 

 16ページ、４のスケジュールですが、今

後、12月の県政パブリックコメント、１月の

第３回推進委員会を経て、本計画は議決事案

となっておりますので、３月に県議会で御審

議いただいた後、計画策定の運びとなる見通

しでございます。 

 続きまして、資料17ページから、概要につ

いて、説明させていただきます。 

 計画の基本方針を記載しました四角の枠の

中をごらんください。 

 幸せ実感くまもと４カ年戦略に位置づけら

れた、いつまでも楽しく、元気で、安心して

暮らせるくまもと実現のための計画でござい

ます。 

 重点施策として、１、子どもの頃からの生

涯を通じたより良い生活習慣の形成及び健康
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づくりの推進、２、生活習慣病の発症予防と

重症化予防、３、ライフステージ特有の健康

課題に応じた施策の推進、４、健康を支え、

守るための社会環境の整備の４つがございま

す。 

 その下の総論に記載しておりますが、健康

等に関する現状について簡単に説明いたしま

すと、本県は、平均寿命では、男性が10位、

女性が３位と全国上位にありますが、健康寿

命については、全国で中位という状況です。 

 資料の18ページをお願いいたします。 

 上からですが、死亡の状況は、１位ががん

で死因の約３割を占め、以下、心疾患、肺炎

等が続きます。医療機関への受診について見

ますと、生活習慣病が全体の約３割を占めて

おります。 

 以上のような現状を踏まえまして、４つの

重点施策により、健康づくりに取り組んでま

いります。 

 各論と記しておりますが、重点施策１、資

料は19ページのほうをごらんください。 

 栄養・食生活、それから、それ以下に記載

しております生活習慣の各分野において、よ

りよい習慣の形成を推進してまいります。 

 それから、同じく19ページですが、重点施

策の２では、１の特定健康診査や特定保健指

導。 

 資料の20ページをお願いいたします。 

 ２の糖尿病対策、それから３の循環器疾患

対策、４のがん対策を通して生活習慣病の発

症や重症化の予防に取り組んでまいります。 

 資料の21ページをお願いいたします。 

 重点施策の３では、１の次世代の健康づく

り、２の働く世代のこころの健康づくり、３

の高齢者の健康づくり・介護予防の推進とい

った各ライフステージの課題に応じた施策を

推進してまいります。 

 資料の22ページをお願いいたします。 

 重点施策の４では、健康を支え、守るため

の社会環境の整備に努めてまいります。 

 それから、もう１つ、別の資料になります

報告事項の参考資料、縦にとじております。

 熊本県健康増進計画(第３次くまもと21ヘ

ルスプラン)(案)評価指標、これは、この計

画の主要な指標について、重点施策１に関す

る主要な施策について、これは主に生活習慣

になりますが、１ページから２ページ、それ

から３ページの上段までに評価指標を記載し

ております。 

 それから、３ページ、重点施策２に関し

て、生活習慣病の発症予防と重症化予防とい

うことで、(1)の特定健康診査、特定保健指

導、以下、(2)糖尿病、それ以降の評価指標

について記載しております。 

 ４ページをごらんください。 

 重点施策３として、ライフステージ特有の

健康課題に応じた施策の推進に関する評価指

標、次世代、働く世代、高齢者ということで

記載しております。 

 最後が、重点施策４の評価指標になってお

ります。 

 健康増進計画に関する説明は以上でござい

ます。 

 次に、また報告資料の23ページにお戻りく

ださい。 

 第３次熊本県歯科保健医療計画の策定につ

いて御報告いたします。 

 策定の目的は、第２次のこの計画が終期を

迎えることから、熊本県歯及び口腔の健康づ

くり推進条例の基本理念に基づいて、県民の

生涯にわたる歯及び口腔の健康づくりの推進

に向けて、平成25年度以降の基本的な指針と

するため、策定いたします。 

 ２の概要の(3)の構成に、①の基本目標と

して、全ての県民のライフステージに応じた

歯科保健医療を推進し、県民が生涯を通じて

心身ともに健康な生活が送れるということと

しております。 

 資料の24ページをお開きください。 

 ４番のスケジュールですが、12月の県政パ
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ブリックコメント、１月の第２回の推進会議

等を経て、３月に県議会へ御報告し、計画策

定の運びとなる見通しでございます。 

 最後に、報告事項の資料の25ページをお願

いいたします。 

 第２次熊本県がん対策推進計画の策定につ

いて御報告いたします。 

 策定の目的は、本県におけるがん対策を総

合的かつ計画的に進めるための熊本県がん対

策推進計画が、現行計画が終期を迎えること

から、平成25年度以降の基本方針や具体的施

策を明らかにして、総合的な推進を図るため

に策定いたします。 

 ２の計画(案)概要の(3)の構成に、①の基

本目標として、がん患者を含む県民が、がん

を知り、がんと向き合い、ともに支え合う社

会を目指してまいります。その実現のため

に、重点施策として、③に記載しましたよう

に８項目を設定いたしました。 

 資料26ページをごらんください。 

 一番下の４のスケジュールですが、12月の

県政パブリックコメント、１月の第３回の推

進懇話会を経て、３月に県議会へ報告し、計

画策定の運びとなる見通しでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

○田中水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 引き続き、報告事項の27ページをお願いい

たします。 

 １の特措法の救済についてでございます。

特措法につきましては、本年７月末で申請受

け付けを終了しておりますので、記載をして

おりますが、申請者数等につきましては、前

回の委員会から変更が生じておりませんの

で、説明を省略させていただきます。 

 県の役割でございますが、県といたしまし

ては、現在対象者の確定につきまして全力で

取り組んでいるところでございます。 

 水俣病保健課は以上でございます。 

 

○髙山水俣病審査課長 水俣病審査課でござ

います。 

 同じ27ページの中段、認定業務の状況につ

いてでございます。 

 (1)の認定申請の状況でございますが、前

回９月の御報告から申請者が15人増加し、22

5人となっております。また、(3)の認定審査

会につきましては、先月、11月でございます

が、本年度、第２回目となる審査会を開催し

たところでございます。 

 ３の裁判の状況につきましては、国家賠償

等請求訴訟１件と行政事件訴訟２件、計３件

の訴訟となっておりまして、前回の報告から

変更はございません。 

 以上でございます。 

 

○中島公共関与推進課長 公共関与推進課で

ございます。 

 28ページをお願いいたします。 

 １の目的は省略をさせていただき、２の最

近の取組状況について、前回委員会で御報告

した以降の取り組みを御説明申し上げます。 

 まず、(1)の住民説明会等の開催状況です

が、11月に、南関町、和水町の各議会全員協

議会において、入札結果及び施設の概要、今

後の作業工程等を御説明し、御理解をいただ

いております。 

 (2)の詳細設計及び本体工事関係ですが、1

0月に落札者を決定いたしました。落札の概

要は、右の表に記載のとおり、落札者は、鹿

島建設と玉名管内の池田建設、興亜建設、岩

下建設による４者の共同企業体で、落札金額

は、約52億円となっております。今後、詳細

設計を経て、来年夏ごろの着工、平成27年秋

ごろの供用開始を目指しております。 

 次のページ、３の地域振興策の検討状況で

すが、先週の本会議におきまして、知事及び

環境生活部長が答弁いたしましたように、処

分場は、一般的には迷惑施設とされ、立地す
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る地域の皆様は、安全性への懸念や地域イメ

ージが損なわれるのではないかなどの心配を

お持ちです。県内どこかに設置しなければな

らない施設であることは十分に理解していた

だきながらも、なぜここなのかとの思いのは

ざまで苦悩されながら、昨年、苦渋の決断を

いただきました処分場が完成の後、県全体の

負担をこの地域だけに強いるのではなく、県

として、また、県民全体として、この負担を

ともに担っていくことが必要です。 

 このような考えのもと、住民の皆様が地域

に誇りを持っていただけるように、処分場を

中心とした地域振興に努めてまいりたいと考

えており、現在、３つの視点からの取り組み

を検討しております。 

 まず１点目は、施設の高度な安全性の確保

として、地下水汚染や悪臭の発生などの施設

の安全面に対する地域の御懸念にお応えする

ため、クローズド無放流型の施設構造とし、

全国のモデルとなるような、安全な施設整備

に取り組んでまいります。また、あわせて、

環境教育の場、地域コミュニティーや災害時

の一時避難場所などとして、処分場が地域に

役立つ施設となるよう取り組んでまいりま

す。 

 ２点目といたしまして、廃棄物運搬車両に

よる交通量の増加等に対する御不安を解消で

きるよう、処分場周辺の道路整備により歩行

者の安全確保を、３点目として、処分場立地

に伴い地域のイメージが損なわれることのな

いよう、住民の皆様の御要望でもある公民館

の改修やレクリエーション広場の整備など、

地域の魅力向上につながるような事業に取り

組んでまいります。 

 以上のような方向で、地元要望を踏まえ

て、現地確認や協議を行い、整備を進めてき

ているところでございます。 

 次に、４の今後の取り組みですが、落札に

より、建設費及び維持管理費が大枠で決定い

たしましたので、現在、県の財政支援のあり

方を含めて、収支計画の策定作業並びに財政

協議を行っているところです。また、今後、

地域振興策について、地元合意をいただいた

上で、地元との環境保全協定書を年度内に締

結したいと考えており、今後とも誠意を持っ

て丁寧に取り組んでまいります。 

 最後に、次のページに、参考として、カラ

ー資料で落札業者から提案のありました施設

のイメージ図を添付いたしております。業者

からは、こちらが要求した水準以上のさまざ

まな安全対策や環境教育施設等の提案があ

り、現在詳細設計を鋭意進めているところで

す。 

 説明は以上でございます。 

 

○杉山消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 説明資料の31ページをお願いいたします。 

 第２次熊本県消費者施策の推進に関する基

本計画(案)についてでございますが、今般、

第１次計画が平成24年度で期間が終了するこ

とに伴いまして、新たに第２次計画を策定す

るものでございます。 

 ２の第２次計画の概要でございますが、計

画期間は、平成25年度から29年度までの５年

間といたしております。また、個別具体的な

施策といたしましては、(2)の丸の３つ目に

記載しておりますように、庁内の８部局27課

にわたる96施策を実施することといたしてお

ります。(3)の第２次計画が目指す姿といた

しましては、いつでも、どこでも消費生活相

談を受けることができると、地域の多様な主

体との連携により消費者を守るとしていると

ころでございます。 

 続きまして、第２次計画のポイントとなり

ます具体的な施策といたしましては、(4)、

①の住民に身近な市町村消費者行政の体制強

化と、次の32ページの一番上、②の広域的・

専門的対応を行う県消費者行政の充実強化、

この２つを施策の方向として各種施策を推進
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していこうと考えております。 

 ３の策定の方法でございますが、計画の策

定に当たりましては、消費生活審議会の意見

を伺いますとともに、庁内の関係各課と連携

しながら検討してまいりました。 

 なお、去る12月３日に開催しました消費者

行政推進本部で協議を行ったところでござい

ます。 

 最後に、４のスケジュールでございます

が、資料の一番下に記載しておりますよう

に、今後、早ければ12月下旬からパブリック

コメントにかけまして、来年３月末までには

策定することといたしております。 

 説明は以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員長 以上で報告が終了しま

したので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○前田憲秀委員 今説明をいただいた中で、

熊本県健康増進計画も含めた第６次熊本県保

健医療計画、全体図というのが３ページの中

にあるんですけれども、いろいろがん対策、

健康推進計画、へき地保健医療計画、地域医

療再生計画云々と、今からパブコメをかけて

年明けの議会にかけるという非常に重要な時

期を迎えているのかなと思います。 

 特に、私は、以前からもお話をしているが

ん対策の推進計画について、ちょっとお尋ね

をしたいと思うんですが、健康づくり推進課

さんで、ほかのいろんな医療計画も進めるわ

けですけれども、課のメンバー的には、人数

的には十分なんでしょうか。以前もちょっ

と、そういう特別推進室なるものをつくるべ

きではないでしょうかというお尋ねもしたと

ころなんですけれども、そこら辺はどうなん

ですか。物すごく大変な時期じゃないのかな

と思うんですけれども……。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 体制については、何とか今の体制で全力で

職責を果たせるように頑張っております。 

 以上です。 

 

○前田憲秀委員 応援とかそういうのはない

んですよね、確認のため聞きますけれども。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 実際つくるとき

に、ほかの部局とも関係する部分があります

ので、実際、人が来るということではありま

せんが、いろんな何か計画づくりにとって有

用な情報を、いろんなほかの課の職員の方た

ちから教えていただくことはありますし、あ

と、例えば、医療機関、ドクターとか、ほか

の医療スタッフ、それからがんサロン、そう

いうところの方からも、いろいろ情報をいた

だいて計画に盛り込むようにしています。そ

ういう形で協力をいただいております。 

 

○前田憲秀委員 向こう５年間、非常に重要

な計画の策定の時期ではないのかなと思いま

すし、また、年末年始とお忙しくなられるん

じゃないかとも思います。国からおりてき

て、それに準じてという、それも大事なんで

すけれども、特に医療分野というのは地域の

特性がありますので、熊本にとっては、どう

いうことに力を入れて、どういうことが非常

に後進なので進めていかないといけないとい

うのは、しっかり議論を進めていただきたい

ということを要望させていただきたいと思い

ます。 

 それともう１点、この第３次くまもと21ヘ

ルスプラン、これは、現状と目標という数値

をきちんと述べていただいていますので、こ

の目標に向けてどうだったのかという検証と

いいますか、そこも明確に、ホームページな

り、何らかで、きちんと検証していますとい

うスタンスも明確にとっていただきたいなと

いう思いがありますので、これも要望させて
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いただきます。 

 

○伊藤政策審議監 伊藤でございます。 

 課の体制でございますけれども、大変重要

な計画がめじろ押しということで、健康福祉

政策課からも随時応援を、職員を健康づくり

課のほうに派遣いたしまして、部全体で計画

づくりを推進しているところでございますの

で、御報告いたします。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。 

 

○西岡勝成委員 健康増進計画(第３次くま

もと21ヘルスプラン)私も質問させていただ

いておりますけれども、この目標設定は、平

均寿命と健康寿命とのギャップを縮めると

か、全国何位を目指すとか、そういう目標設

定はしないんですか。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 健康寿命に関し

ては、平均寿命の延びよりも健康寿命の延び

を長くするという、そういう目標が国も設定

してあって県も同じ考え方で、それをきょう

説明の中にはちょっと入れておりませんでし

た。 

 

○西岡勝成委員 そういう目標設定をしてや

るわけですね。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 目標設定いたし

ます。今回数値であらわされるやつを主に出

しまして、健康寿命に関しては、数値でちょ

っと何年というのが出しづらいものですか

ら、平均寿命の延びよりも健康寿命の延びを

大きくするということで取り組んでおりま

す。 

 

○西岡勝成委員 それが目標ですね。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 はい。 

 

○西岡勝成委員 よかです。 

 

○田代国広副委員長 今のところで、重点施

策で、生活習慣病の発症予防というのがあり

ますが、生活習慣病と食事の関係についてど

ういった認識を持っておられますでしょう

か。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 まず、食事に関

して言えば、食塩が、かなり高血圧、それか

ら高血圧によって引き起こされる心臓病とか

脳卒中等に関係しているということが報告さ

れていますので、例えば、食塩の摂取量をど

うやって下げていくかとか、あるいは、どう

しても今食事の中の脂肪の摂取、脂分、それ

がふえていて、それが大腸がん等をふやして

いると言われていますので、バランスのいい

脂肪の摂取量をとってもらうにはどうしたら

いいかとか、そういうこと。それから、野菜

の摂取量、実は、残念ながら、だんだん全国

も、県もそうですが、望ましい摂取量からは

ちょっと離れて、減っているという状況です

ので、野菜の摂取も、例えば、がんの予防と

か生活習慣病の予防に非常に大事だと言われ

ています。 

 そういうバランスのとれた食事を県民の皆

さんが摂取されるような情報提供なり、食育

の活動なり、あるいは外食でそういうメニュ

ーを提供する、例えば、最近報道されました

けれども、糖尿病の患者さんでも安心して食

べていただけるブルーサークルメニューとい

う、そういうメニューの提供等も行って環境

整備にも努めております。 

 以上でございます。 

 

○田代国広副委員長 私は、米、米飯救国に

立っているんですけれども、御飯ですね、御

飯と生活習慣病との関連――ある物の本によ

ると、御飯を食べることによって、そういっ
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た生活習慣病にかからないというか、非常に

そういった役割を果たしておるというふうな

記事をちょっと読んだことがあるんですよ。

学校給食あたりでは、米飯給食あたりを進め

ておるようですけれども、最近の、ことしの

調査では、日本の主食である米がパンにかわ

ったんですね、販売高か何かが。瑞穂の国で

はなくなる気配もありますよね。そして、生

活習慣病と御飯の関連あたりを少し調べても

らって、幸いに、御飯が生活習慣病予防に役

立つというふうな学説が確立されれば、より

米の、御飯の推進あたりに役立てて、日本の

やっぱり主食として米を守っていくのは非常

に大事なことだというふうに思いますもので

すから、そういった観点からも、御飯と生活

習慣病の関連について、できれば、そういっ

た専門家あたりに伺って調査をしていただく

ようにお願いしていいですか。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 済みません、私

が、その点についてまだちょっと勉強不足で

余り知識がございません。今後、情報を集め

たり、専門家の方にお尋ねするなりしていき

たいと思います。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかに。 

 

○吉永和世委員 療養施設について、ちょっ

と考え方についてお尋ねしたいんですが、地

域によって違うんでしょうけれども、我々の

地域は、療養施設が不足しているというか、

何か必要だという話を聞いているんですが、

非常につくるのは難しいとかいろいろ聞いて

いて、そういうできない状況の中で、どうい

った考え方というか、方向性で対応すればい

いのかなと思って、そこら辺の考え方という

のをちょっと教えていただければと思うんで

すけれども……。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課でございま

すけれども、基本的に病床数のお話からさせ

ていただきますと、現在、県内は、先ほど説

明がありましたとおり、ベッド的には基準病

床をオーバーしておりますので、新しくベッ

ドを設けるというような形はできない状況に

ございます。 

 そういった中で、私ども今、これも先ほど

の説明の中にありましたけれども、在宅医療

含めまして、そういったいわゆる医療機関で

の医療行為等が終えた後の適切な、いわゆる

転院先といいますか、そういった施設につき

ましての連携、こういった機能強化というも

のについて取り組んでいくというような形で

検討を進めているところでございます。 

 

○吉永和世委員 在宅ですか。 

 

○三角医療政策課長 全てが在宅に帰るとい

うことを申しているわけではございませんけ

れども、いわゆる介護施設ですとか、そうい

ったものもございますので、いわゆる医療療

養、それから介護療養、それからいわゆる在

宅、こういったものを基本的にいろんな形で

組み合わせて、その患者さんに一番適したも

のに入っていくというような、医療なり、介

護のサービスを提供していくというような形

が望ましいものというふうに考えておりま

す。 

 

○吉永和世委員 わかりました。 

 公共関与、落札者が決まって、玉名地域の

建設業者さんがＪＶという形で地元で組まれ

て、これも一つの地域振興対策という形と考

えてもいいわけですよね。 

 

○中島公共関与推進課長 ＪＶの組み合わせ

を玉名地域に限定したわけではありませんけ

れども、結果として、鹿島さん初め、仕事が

やりやすいようにという判断だったんだろう

と思いますが、結果として地元の業者が入っ
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ているということにつきましては、私ども地

域振興の一つには貢献できるんではないかと

いうふうに、先生と同じように捉えておりま

す。 

 

○吉永和世委員 わかりました。 

 それと、今回提案型という何かそういう形

でやられたということで、その中で、熊本な

らではという何かそういったのがあるのか、

あったのか、なかったのか、何かここだけは

よそとは違う部分があるとかなんか、そうい

うのはないんですか。 

 

○中島公共関与推進課長 今委員おっしゃっ

たように、特に熊本型と、全国、うちだけと

いう手法はございませんでしたけれども、特

徴といたしましては、今回の入札の方法は、

設計、それから工事施工、それから供用開始

後の維持管理まで一貫して行うというような

長期包括的運営方式での発注をいたしており

ます。これは、高い安全性を維持するという

ことと長期的な経済性を確保するため、そう

いう方式を導入いたしましたけれども、これ

は非常に数少ない入札方法ではなかったかな

と思っております。 

 それから、提案の中にも、いろんな、さま

ざまな徹底した安全対策を提案しております

ので、これだと取り上げて熊本方式と呼べる

ものはありませんけれども、非常に高い内容

の提案になっているのではないかというふう

に思っております。 

 

○吉永和世委員 わかりました。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかに。 

 

○松岡徹委員 27ページの水俣病関係につい

て、どうも県の話では、水俣病について展望

が見えないというかな、振り返ってみると、

見舞金契約のころから１次、２次、３次訴

訟、政治解決、最高裁判決、特措法、ノーモ

ア裁判とか、で、今に至っているわけだけれ

ども、これから先どうするのかというのがは

っきりしないというか。 

 それで、ノーモア訴訟の和解合意にも、そ

れから特措法にも明記されているけれども、

健康調査の具体化、何回もこの間も聞いてき

たんだけれども、その都度、いろいろ検討し

ているとかいう話だったけれども、現状は、

その後どうなっていますか。 

 

○田中水俣病保健課長 お尋ねがありました

健康調査につきましては、これも、先生方御

承知のとおり、特措法の中で調査については

国が行うと、その前提として、効果的な手法

のあり方を検討するというふうに特措法に書

かれております。 

 従来から、国のほうで、水俣病に関する医

学的な部分については研究を継続してなさっ

ておられますけれども、今、この効果的な手

法等について具体的に、こうだ、こういう方

向で考えられるとか、その辺の具体的な話に

ついては私はお聞きはしておりません。 

 以上でございます。 

 

○松岡徹委員 今、ここにもある、１の(2)

の県の役割ということとの関係ですけれど

も、これは一般質問で僕がパネルで示したデ

ータですけれども、2008年10月時点で、40歳

以上の人口比に占める割合で、行政認定から

手帳交付者まで含めた割合で、津奈木が89、

芦北が50％、水俣が35％と、2008年の10月の

時点。この後、４万人ぐらいの申請があっ

て、医師団が、芦北、水俣、大口の山間部で

地域検診をやって、ああいう山間部でもメチ

ル水銀の地域ぐるみの汚染があるということ

が明らかになって、当然海岸部になればもっ

と高いだろうというのがあれなんですよね。 

 ですから、いわば知見でどうだこうだとか

言ってもう何年もたってね、そういうことを
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国にまつんじゃなくて、熊本県として、以前

掲げた不知火海沿岸住民を対象にした健康調

査をやっぱり国に求めて、一緒になってそれ

を進めるということに踏み出していかない

と、水俣病問題は、これで解決に向かうかと

いうと、また新たな段階になりますよ。 

 そういうことを僕も現地の実情から思うも

のだから、やっぱり熊本県の役割をもう一歩

踏み出して果たすと、国に対してもというこ

とじゃないといかぬのじゃないかと思うんで

すけれども、そこはもう変わらぬのかな。 

 

○田中水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 まず、大きな話といたしまして、水俣病問

題の解決についてでございますけれども、私

自身としては、この特措法の救済、あるいは

裁判をなされた方との和解によって水俣病に

係る健康被害については、かなりの部分、対

処ができたかなと思っております。もちろ

ん、今御指摘がありましたように、まだ不安

を抱えていらっしゃる方もいらっしゃると思

いますので、そうしたこともありまして、先

ほど御議決をいただきました健康不安者に対

する年１回の健診の事業もお願いをしたとこ

ろでございます。 

 また、これも知事が申し上げておりますよ

うに、水俣病問題について、被害者救済問題

について限って言いましても、この特措法で

全てが解決したというふうには認識をしてお

りません。今後、相談窓口も設けております

し、その中で、いろいろな御相談、御意見を

承ってまいりたいと思っております。 

 それと、現実的には、今御指摘がありまし

た山間部の方も含めまして、かなりたくさん

の方の御申請をいただいておりまして、私ど

も、実務的には、その方々の早期な判定の確

定というのに努めているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○松岡徹委員 だから、その特措法では解決

しないと。それは地域指定外があるし、出生

年齢でのまた区別があるし、行政認定から政

治解決やその他含めると大体８万2,000ぐら

いになるんですね。だから、それは、被害者

の運動とか闘いとか含めて相当なやっぱり救

済の対象が広がっているのは事実なんです

よ。 

 しかし、それだけではとどまらないという

ところに現実があるということを直視した場

合に、一番の決め手は健康調査だと思うんで

すよ、住民のですね。そこをあなたはいつ

も、国がいろいろな知見でもってというのを

繰り返すだけで問題が先に進むかというよう

なことを、もう毎回のようだけれども――も

う答弁は要りませんけれども、そのことを改

めて指摘しておきたいと思います。大いに検

討していただきたいと、部長も含めてです

ね。 

 以上です。 

 

○藤川隆夫委員 第６次の保健医療計画、生

まれたときから病気になったときまで、対策

と要望含めて、きちっと計画をなされている

というふうに思います。 

 その中で、実は、医療費に関しては、終末

期医療、非常に費用がかかっております。こ

の第６次の保健医療計画、あるいはがん対策

の中で終末期医療に関しての議論というのは

今されているのかどうか、されていないので

あれば、ある意味、大きなウエートを占めて

くると思うので、この終末期医療を県のほう

で、６次は無理でしょうから、第７次に考え

るとか、そのようなこと、いろんなことを考

えているかどうか、ちょっと聞かせていただ

ければと思います。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課でございま

す。 
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 先生の御質問に直接ストレートでないかも

しれませんけれども、先ほどから御説明して

おりますとおり、私ども、終末期という――

全体的な形での在宅医療という範疇の中で業

務をしております。その中で、当然最終的な

みとりを含めた医療のあり方というものにつ

いても、まだ議論をしております。ただ、こ

の部分につきましては、あくまでも死生観と

か、そういったものも含めた部分でございま

すので、具体的にこういうことをするとかい

うところまで議論は、そういう部分では至っ

ておりませんが、いろいろ終末期に係る医療

の期間における負担等の問題も出ております

ので、そういったものも含めて今全体的な議

論をしていく、それから、今後、県として

は、終末期の考え方に対する、みとりを中心

としたそういったことに関します啓発といい

ますか、そういったものに県としては取り組

んでいくというようなことを考えておりま

す。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 がん対策推進計

画の中では、１つは、終末期に直接というわ

けではないのですが、在宅医療を進める上で

今県で導入が進んでいる「私のカルテ」を活

用することで、専門医にかかりながら地域の

かかりつけの先生にも診てもらうという仕組

みをもっと進めていこうと考えております。 

 それと、がんの患者さんは、家族も含め

て、医療に対する相談、支援だけではなく

て、精神的なものとか、あと、働ける方に関

しては就労支援とか、そういうことも大事に

なってきますので、現在、拠点病院に置かれ

ている相談支援センターの充実、あるいは県

内に22カ所あるがんサロンの活動、そういう

ものをこれからも充実、連携させていくこと

で、そういうがんの患者さんへのサポートと

いうことを考えております。 

 ただ、終末期医療に関しては、まだどちら

かというと緩和ケア病棟、そちらのほうとの

連携のほうがまだ主の状況です。 

 先生が御指摘になった視点は、今後検討が

必要と認識しております。 

 

○藤川隆夫委員 全体として、部長はどうお

考えか。 

 

○林田健康福祉部長 今、藤川委員がおっし

ゃいました医療費…… 

 

○藤川隆夫委員 医療費だけじゃなくて、こ

ういうような、当然生まれてから死ぬまでの

計画なわけであって、死ぬときの部分がある

程度欠落しているんですよね、この計画自体

に。であれば、死ぬときというのも、やっぱ

り死に方があるし、それは人それぞれによっ

て違うだろうし、死生観もあるし、宗教観も

あるでしょうし、いろんなことがあると思

う。ただ、そこのところの議論をやはり進め

ていかないと、今この国の医療費の多くを占

めているのが終末期医療の部分というふうに

言われておりますし、やはりこれを軽減する

ことが、最終的に健康な人たちへの費用等

の、ある意味、財政的にですよ、そういう部

分にかけられることも可能なわけですから、

その部分をきちっと国民の中でコンセンサス

を得ておかなきゃいけない部分、その中にお

いて、県の中で、この６次計画の中では無理

でしょうけれども、第７次でも８次でも構い

ません。その中において、やはりきちっと最

後の部分に関して、どういうスタンスで、ど

ういう形で進めていくのかというの、やはり

一言入れといたほうがいいのじゃないかとい

うので、ちょっと今聞いているという話で

す。 

 

○林田健康福祉部長 わかりました。今回

は、今御報告させていただきましたように、

７つの計画を並行してといいますか、一緒に

作業をやっておりまして、それぞれで、やっ
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ぱりがんですとか、それから医療費の適正化

計画ですとか、そういった場面場面で――や

っぱり終末期の医療ですと、緩和ケアですと

か、高齢期になった後のその医療費の、非常

に大きくかかるという問題とか、それぞれ議

論はやっていますけれども、どこかに、計画

の中に、ちゃんとした終末期医療のあり方と

か、あるいはそういった医療費をどうすると

かいうことで、詳細な分析の上に書き分けて

いるというところは今ないと思います。もう

少し時間がありますので、それぞれ計画の委

員会とかつくっておりますので、少し議論は

させていただきますし、ちゃんとした形にな

らないということになれば、次の計画に向け

て準備は進めさせていただきたいというふう

に思います。 

 

○藤川隆夫委員 ありがとうございます。も

う６次は無理だと思いますので、７次で構い

ませんので、ぜひ議論をしていただければと

思います。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。 

 

○鬼海洋一委員 いつの委員会でしたか、私

が質問をしてお願いしていた課題が、今回、

保健所の機能強化と、第６次で出ているわけ

ですね。それで、今度、条例案の改正の中

で、振興局そのものの位置づけも変わりまし

て、例えば、県南で言いますと、６つの振興

局が一本になって本部ができるというような

組織の改正が行われているわけですが、今

回、この組織の改正の中で、今言った保健所

の機能強化等の、つまり業務上の指令だとか

動き、こういうもので変化をするものがある

かどうかということについてお尋ねしておき

たいと思います。 

 

○吉田健康福祉政策課長 今のお尋ねは、今

回総務常任委員会で出ております地域振興局

の再編、広域本部の関係で、特に保健福祉分

野、特に保健所についての業務の変化という

ようなお尋ねだったと思います。 

 一応今回の広域本部につきましては、住民

に直接かかわる業務は振興局に残しつつ、な

おかつ、専門性、効率性を発揮できる業務に

ついては広域本部ということになっておりま

す。 

 全体の保健福祉分野について集約化する業

務を申し上げますと、１つは、民生委員・児

童委員関係の業務、それから町村の社会福祉

協議会の指導監査業務、介護老人保健施設の

指導監査、特別児童扶養手当の認定、指導監

査、こういったものを広域本部に移すという

ことになっております。 

 それと、特に、そのほか、振興局そのもの

が、地域振興局と福祉事務所、保健所という

３枚看板でやっておりますが、福祉事務所、

それから保健所の業務で集約するものにつき

ましては、まず、福祉事務所につきまして

は、特別障害者手当、障害児福祉手当、児童

扶養手当の認定、指導監査となっておりま

す。また、お尋ねの保健所で処理する業務の

中では、今のところ、まだ今後調整が必要で

すが、墓地、埋葬等の経営許可、指導監査、

それから、細かい業務になりますが、遊泳用

プールの届け出受理、監査指導ということ

で、少なくとも来年の４月１日に集約される

業務は、かなり限定的な形で考えておりま

す。 

 

○鬼海洋一委員 非常に大きな変更によって

保健所の機能が変わるという意味で、大きな

問題だというふうに思うんですね。それで、

今内部の業務の変化について示されたわけで

すけれども、後でその資料をいただけません

か。というのが、今後、この保健所の機能強

化というもの、第６次の議論の中で、その変

化というのは生きていくことじゃないかとい

うふうに思っておりますので、恐らく２月議
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会でまた再度議論が出てくるというふうに思

いますが、その際の参考にさせていただきた

いと思っていますし、できれば、その機能が

低下しないような方向での検討をお願いして

おきたいというふうに思います。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかに。 

 

○田代国広副委員長 今ちょっと思い出した

んですが、さっきの質問と関連しますが、生

活習慣病というのになぜ目がとまったかとい

うと、２年半ぐらい前の新聞で、ちょっとそ

の生活習慣病を知ったんですよ。どういうこ

とかというと、新潟県に三条市というのがあ

りますかね――ありますか。三条市の教育委

員会が、米飯給食を全部、５日間ですかね、

米飯給食。それで、米飯給食をした記事であ

ったんですけれども、その中に、もちろん残

菜減ったんですけれども、御飯を食べると、

生活習慣病と言われている糖尿病の予防に役

立つというような記事が書いてあったのを思

い出したんですよ。それがその信憑性が事実

だとするならば、御飯が、糖尿病――糖尿病

も生活習慣の一つと言われていますからね。

あれ、書いてあった。だとするならば、御飯

を普及させるのに大いに役立つじゃないです

か。 

 なぜ私が御飯を言うかというと、農業もそ

うですけれども、やはり環境保全ですよね。

水田があって環境も保たれておるし、そして

また、御飯を食べることによって糖尿病予防

になるならば健康上大いに役立つじゃないで

すか。そういうことを考えると、その信憑性

をもう少し何かの機会に専門家さんあたりに

伺ってでも調査してもらえないですか。 

 

○佐藤健康づくり推進課長 先ほど申しまし

たように、確認いたします。ただ、糖尿病対

策を考えた場合、ちょっと米飯のことは置い

といて、バランスのとれた食事も大事です

が、それに加えて、運動不足も相当糖尿病の

発症には関係してきますので、やはり生活習

慣全体としての取り組みが大事かと考えてい

ます。 

 ただ、米については、先生から御指摘があ

りましたので、ちょっと勉強させていただき

ます。 

 

○藤川隆夫委員 基本的に、パンと御飯は、

パンのほうが吸収が早いので血糖値の上がり

が高かですよ。すっと上がっていきます。米

の場合はゆっくり上がっていくから、そうい

う意味においていいという話。ただ、やっぱ

り食べ過ぎはよくないし、今言ったようにバ

ランスのとれた食事、また、食べ過ぎもいか

ぬですもんね。だから、そこの米とパンだけ

を比べるとそんな話になるけど、全体として

……。 

 

○田代国広副委員長 それは書いてあった、

ほんなこて。思い出した。 

 

○藤川隆夫委員 上がるのがゆっくりだから

という話です。 

 

○田代国広副委員長 ほんなこて思い出し

た。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、これで報告に対する質疑を終了

いたします。 

 次に、その他で何かありませんか。 

 

○松岡徹委員 最近、社会福祉法人のあり

方、中身で、数件、相談というか告発という

か、いろいろ来ているんですけれども、そ

れ、数件ですけれども、きょうは２つだけち

ょっと取り上げたいと思います。 

 １つは、６月県議会の委員会で取り上げた

菊水福祉会の問題、これは８月に県としても

 - 41 -



第６回 熊本県議会厚生常任委員会会議記録（平成24年12月17日) 

特別監査に入られたということで、例えば、

土地の売買が行われているわけですけれど

も、通常の価格よりも３倍ぐらいの価格で、

しかも身内から買うて、そしてそのお金が大

半がどこに行ったか不明だとか。私は、念の

ため、現地に行って、どういう土地ば買うた

かて調べたら……(資料を示す)障害者の施設

の上のほうは、要するに、斜めのところを切

り取って平面にしたような、こういう上は崩

れがあって、これが下ですけれども、下はま

た崩れそうで、作業所がこういうような施設

でね。そんな例とか、それから、裏金がかな

りあって、これは、監事の方が弁護士を通じ

て開示請求して、一部は大体出てきているけ

れども、まだ肝心のファミリー関係が出てい

ないとか、これは議事録が改ざんされている

とか、もう聞いてあきれるような実態なんで

すよ。 

 特別監査に県が入ったということだけれど

も、もう８月入って、まだ調査中ということ

で、こういうのはやっぱり本当に――利用者

が障害を持っている方々だから、そういうこ

とを考えると、こういうあり方については、

本当に監査もしているわけだから、僕に言わ

せれば、裏金とか、こういう土地の売買とか

なんかを全体として見ると、警察のほうなん

かとも連携してやる段階もあり得るのかなと

も思っているぐらいなんですけれども、これ

は、その後どうなって、今後どうするのか。

こういうのは何か本当に――社会福祉施設の

理念とか原則とかいうのは社会福祉法の３条

から６条までずっと書いてありますたいね、

そういうのに照らしてみた場合に本当によろ

しくないというふうに思うんですよ。だか

ら、まず、この菊水福祉会については、どぎ

ゃんなっとるかということをまず第１点、ち

ょっと聞きたいと思います。今後どうするの

かですね。 

 

○西岡障がい者支援課長 県のほうでは、同

法人については昨年度指導監査を実施しまし

て、その結果については県のホームページに

公表しているところでございます。その中に

含まれております問題点につきましては、現

在事実確認のための調査を継続しておりま

す。法人に対しては、その結果を踏まえまし

て、関係法令に照らして必要な対応をしてま

いる所存でございます。 

 

○松岡徹委員 これはもう余り先延ばしせぬ

で、きちっと厳正にやるということを求めた

いと思います。 

 あと１点は、社会福祉法人啓仁会の件で、

これは陳情が出されて、個人名とか何か入っ

ているので、委員長の配慮で資料としては出

されないということで、それはそれで私も了

解しているんですけれども、陳情に来られた

とき、私のところにも来られて、いろいろ御

報告も受けて資料も見せていただいたんだけ

れども、もしそれが事実ならば、やっぱりよ

ろしくないなと、ここもというふうに思っ

て、しかも、そこの関係者が、県の重要な役

割を果たされた人が対象になっているような

こともあって、これ以上言いませんけれど

も、こういうのはなかなか難しい、県として

どうかかわっていくかというのは難しい面も

あるけれども、関係者でやっぱりよく知恵を

合わせて、余り決定的な形にならないように

解決策を考えていただければと、これは要望

ですね。答弁は要りませんけれども……。 

 以上です。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。 

 

○前田憲秀委員 薬務衛生課さんの管轄にな

るかと思うんですけれども、いわゆる脱法ハ

ーブによる違法ドラッグの販売業者というの

でしょうか。これが、ことしの３月で県が把

握している業者が、九州では、福岡、熊本、

沖縄にあるということだったんですけれど
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も、その後ふえているのか減っているのかみ

たいなデータはわかりますでしょうか。ちょ

っとお尋ねしたいんですけれども。 

 

○今村薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 委員おっしゃったように、ことしの３月末

現在で全国で319店舗、うち、熊本県では３

店舗が脱法ドラッグを販売しているというこ

とで把握しておりました。 

 我々といたしましては、警察と共同で立ち

入ったり、あるいは販売自粛を文書で要請し

たりとかいうことで対応をとっておりまし

て、現在では、本県内では、下通の１店舗の

みに減少しております。２店舗は、販売をや

めたということでございます。 

 それと、私が把握している限りでは、全国

ではちょっと把握しておりませんが、沖縄と

福岡も若干減って、それぞれ12店舗が、現在

のところまだ存在するというようなこともつ

かんでおりますし、３月末当時ではなかった

宮崎県が、１店舗確認されたというような情

報も入っております。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございます。 

 聞くところによると、成分を少し変えて、

今までとはこれは違う商品という、いろんな

逃げ道もあるという話も聞くんですけれど

も、これは、今後物すごく注意すべきことな

のか、まだ様子見の段階なのか、そこら辺の

認識はどういうふうに捉えればいいか、ちょ

っとお尋ねしたいんですけれども。 

 

○今村薬務衛生課長 この薬事法で、指定薬

物というような制度が、平成18年度に薬事法

で改正されて制度ができております。その制

度は、こういった脱法ドラッグを取り締まる

ための制度でございます。これで成分を指定

して、実は、ちょうど偶然でございますが、

きょう12月17日に、薬事法での指定薬物が新

たに８物質追加されております。本日付でご

ざいます。 

 それで、現在、98物質が薬事法の指定を受

けているということになりますが、いかんせ

ん、この物質は、少しずつ構造式を変えるこ

とによって、極端に言えば、随分多くの類似

のものがつくれますので、規制の対象からは

外れてしまうという弱みがございます。 

 そういった意味で、現在、国のほうでも、

またその指定の方法を変えて、ことしの11月

28日に、国の薬事・食品衛生審議会では、い

わゆる指定薬物と成分構造が似ているものを

一括して規制対象にすることができるという

ような包括指定制度というのを導入するとい

う方針を決定しております。実はこれは、こ

としの今月12月の14日からパブリックコメン

トがなされておりまして、来年の２月には、

この一括指定ということで、一挙に760物質

を指定するというような予定になっておりま

す。 

 ただ、構造式が似ているものについては一

括でございますが、その構造式自体がまた何

種類かございますものですから、国として

は、一括指定の構造式も順次ふやしていくと

いう形で、指定の枠をじゃんじゃん広げてい

くというような予定にしているというふうに

聞いております。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 若者の乱用を防ぐために徹底を、未然の防

止策だとかそういう教育が必要なのかも含め

て、しっかり庁内でも議論をしていただきた

いというふうに要望させていただきます。 

 以上です。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 最後に、要望書が３件提出されております
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ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

  午後２時14分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 
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